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ごあいさつ 
 

 

本市では、都市計画に関する基本的な方針として

「秦野市都市マスタープラン」を平成 12年（2000

年）1月に策定、平成 24年（2012年）3月に改定

し、まちづくりを推進してまいりました。 

人生 100年時代を迎え、本格的な人口減少、少子・

超高齢社会の到来により、市民の生活様式や価値観が

大きく変化しています。さらに、近年激甚化する風水

害や切迫性が指摘される巨大地震などの大規模自然

災害への対応、加速する情報化の進展など、これまで

の想定を超えた様々なまちづくりの課題が鮮明になっています。 

一方で、新東名高速道路（秦野区間）の開通に伴い、「表丹沢魅力づくり構想」

を策定し、本市の魅力を広く発信することで、交流人口の増加や地域活性化を

推進し飛躍する絶好の機会を迎えています。 

今後は、このような状況を踏まえ、「人口減少、少子・超高齢化の進行」、「都

市基盤の整備と既存ストックの老朽化」、「気候変動、環境問題の顕在化」、「価

値観の多様化と安全・安心の意識の高まり」を改定の視点とし、都市マスター

プランの実現に向けて、市民の皆様との協働・連携により、市民一人ひとりが

夢と希望を持ち、生き生きと暮らし、まちの活力が維持できる、持続可能なま

ちづくりに全力で取り組んでまいりますので、皆様の御理解・御協力をお願い

申し上げます。 

 

むすびに、本プラン改定のため、貴重な御意見、御提案をいただきました市

民の皆様、各方面から熱心に御審議いただきました、都市計画審議会委員の皆

様に厚くお礼申し上げます。 

 

令和 3年（2021 年）3月 
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秦野市都市マスタープラン 

１ 都市マスタープランの位置付け 

（１）都市マスタープランとは 

都市マスタープランは、平成 4 年（1992 年）の都市計画法の改正によって、

都市計画法第 18 条の 2 に定められた、市町村が主体となって住民参加の下に

定める「市町村の都市計画に関する基本的な方針」です。 

都市マスタープランでは、都市像、地域別の整備課題に応じた整備方針、地

域の都市生活、経済活動等を支える諸施設の計画等を総合的に定めるもので、

都市計画に先導的な指針を与えるものとされています。 

 

 

（２）都市マスタープランの位置付け 

秦野市都市マスタープランは、総合計画などの上位計画に基づき、まちづく

り分野の計画として、まちづくりの将来像や目標を示すとともに、個別の都市

計画の方針を示すものです。 

また、神奈川県が定める「秦野都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針」や、都市マスタープランの一部として都市機能や居住機能誘導の具体

的な方策を示す計画である「秦野市立地適正化計画」などの各種関連計画との

十分な整合が図れた計画とします。 
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（３）都市マスタープラン改定の視点 

本市では、都市計画に関する基本的な方針として「都市マスタープラン」を

平成 12年（2000年）1月に策定し、総合的かつ計画的なまちづくりを推進して

います。現在は、平成 24年（2012年）3月に改定された現行計画に基づき、各

施策分野における具体的な施策を展開しています。 

こうした中、現行計画が令和 2年度（2020年度）に目標年次を迎えるに当た

り、基本理念は継承しつつ、社会経済情勢の変化や都市基盤の整備状況、関係

法令の改正などの外的要因への対応を図るために、新たなまちづくりの方針を

検討する必要があります。 

 

今回の改定では、次の視点から都市マスタープランの見直し（改定）を行い

ました。 

 

■人口減少、少子・超高齢化の進行 

・人口減少、少子・超高齢社会に対応したまちづくりへの転換 

・コンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の実現 

・公共交通網の確保・維持 

・管理が不十分な空家への対策 

 

■都市基盤の整備と既存ストックの老朽化 

・広域交流・連携を促進するネットワークの形成 

・交通利便性を生かした土地利用の推進 

・安全・快適な道路の整備 

・都市計画道路の見直し 

・住民に身近な公園等の整備促進 

・将来の人口や財政に見合った公共施設の保全・再配置 

 

■気候変動、環境問題の顕在化 

・環境負荷の小さいまちづくり 

・市民等との協働による自然環境の保全・再生 

 

■価値観の多様化と安全・安心の意識の高まり 

・新技術を生かした都市づくり 

・地域コミュニティの維持・活性化 

・災害に対する安全・安心の確保と市民の防災意識の啓発 

・市民・事業者・行政の協働による景観まちづくり 
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秦野市都市マスタープラン 

２ 都市マスタープランの役割 

 

●都市全体の都市像を明示します 

都市マスタープランは、住民に近い立場にある地方自治体が、住民の意見を反

映しながら、まちづくりの将来ビジョンを確立し、本市の都市計画の総合的な指

針としての役割を果たすものです。 

本市の都市像や将来都市構造を市民や民間事業者にわかりやすく示します。 

 

●都市づくりのための分野別の方針を示します 

都市全体の都市像の実現に向けて、総合的な都市づくりの課題に応じて、都市

計画をはじめとする規制、誘導、事業といった総合的な整備手段の活用方針を明

らかにする役割を持ちます。土地利用、交通体系形成、自然環境と公園・緑地等

の保全及び整備、安全・安心・快適なまちづくり、景観形成といった多岐にわた

る分野別の都市づくりの方針を示します。 

 

●地域のまちづくりに関する方針を示します 

社会的・地理的条件などを踏まえながら、本市の都市づくりの方針に基づき、

それぞれの地域の特徴や課題に応じた地域の将来像や分野別のまちづくり方針

を示します。 
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３ 計画の期間と改定について 

秦野市都市マスタープランは、令和 3年度（2021年度）を開始年とし、おお

むね 20 年後の都市像を見据えた 10 年間（令和 12 年度（2030 年度）まで）を

目標年次とします。 

また、改定後、関連する諸計画の見直しや社会経済情勢の変化等を踏まえ、

必要に応じて見直すものとします。 

 

秦野市都市マスタープランの構成 
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秦野市都市マスタープラン 

４ 都市マスタープランと市民参加 

都市マスタープランは都市全体や地域の将来像を明示し、まちづくりの目標

を示すことから、都市マスタープランの策定に当たり、そこに住み、生活し、

活動する方々の意見を反映させることを基本方針としました。 

今回の都市マスタープラン改定に当たっては、令和 2 年（2020 年）3 月に策

定した秦野市立地適正化計画の地区別説明会や、総合計画の策定に当たり実施

した「市民意識調査」「地域まちづくり計画策定会議」「パブリックコメント」

の意見、都市マスタープラン改定素案に対するパブリックコメントの意見を整

理して反映させました。 

 

●立地適正化計画における意見等の反映 

・地区別説明会 

令和 2年（2020年）3月に策定した、秦野市立地適正化計画の地区別

説明会での意見を反映しました。 

 

●総合計画策定過程における意見等の反映 

・市民意識調査 

平成 30年度（2018年度）の秦野市市民意識調査結果を活用して、「本

市の現状について」「まちづくり活動について」「都市（まち）のイメー

ジ」「重視することが望ましいと思われる取組み」等に関する市民ニーズ

を反映しました。 

・地域まちづくり計画策定会議 

令和 2年度（2020年度）には地区まちづくり委員会が主体となり、各

地域の「現状と課題」「目指す地域の姿（将来像）」「地域が主体となった

取組み」「地域版リーディングプロジェクト」について検討し、作成され

た提案書の意見を反映しました。 

・パブリックコメント 

総合計画の策定に当たり令和 2年（2020年）8月から 9月にかけて実

施した、パブリックコメントの意見を反映しました。 

 

●パブリックコメントの実施 

都市マスタープラン改定会議によってまとめられた改定素案をもとに、

パブリックコメントを実施し、改定素案に対する意見を反映しました。 
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秦野市都市マスタープラン 

１ 沿革 

本市は、昭和 30年(1955年)1 月 1 日に秦野町、南秦野町、東秦野村及び北

秦野村の 2 町 2 村が合併し市制を施行しました。その後同年 4 月 15 日に真田

を分離した大根村を編入し、昭和 38 年(1963 年)1 月 1 日には西秦野町を編入

して現在の市域となりました。 

昭和 31年(1956年)には、商工業の発展と市勢の伸展をねらいとして、「秦野

市工場設置等奨励に関する条例」を制定。これを契機に工業地域内に企業の進

出が相次ぎました。 

昭和 56 年(1981 年)には、東名高速道路秦野中井インターチェンジが開設さ

れ、市内へ産業立地が進むとともに堀山下地区及び西大竹尾尻地区への研究開

発型企業の誘致等さらなる産業基盤の強化を進めています。 

平成 11年（1999年）には新東名高速道路（都市計画道路第二東名自動車道）

の施行命令が下りました。 

環境面では、平成 5年（1993年）に「秦野市地下水汚染の防止及び浄化に関

する条例」を全国に先がけて制定するなど、快適で魅力ある環境づくりに取り

組んでいき、平成 12年（2000 年）に「秦野市環境基本条例」を制定しました。 

平成 17年（2005年）には景観法に基づく「秦野市景観まちづくり条例」、平

成 22年(2010 年)には、「秦野市屋外広告物条例」を制定し、景観の維持・保全

などを市民・事業者・行政の協働で進めています。 

平成 23 年（2011 年）には、全国に先駆けて「公共施設再配置計画」を策定

し、将来予想される公共施設の建て替え費用の不足を、施設の集約化によって

解消するため、床面積の削減に取り組んでいます。 

平成 28年（2016年）には、地下水をボトリングした「おいしい秦野の水～丹

沢の雫～」が名水百選選抜総選挙でおいしさが素晴しい名水部門で全国 1 位に

輝きました。 

令和 2年（2020 年）には、人口減少、少子・超高齢化といった新たな時代を

展望した持続可能なまちづくりに取り組むため、都市機能や居住エリアを交通

ネットワークにより連携を図るコンパクトなまちづくりの指針となる「秦野市

立地適正化計画」を策定しました。 

令和 3年度（2021年度）以降は、新東名高速道路の 2つのインターチェンジ

とサービスエリアの開設が予定されるなど、本市が飛躍する絶好の機会を迎え

ようとしていることから、豊かな自然と積み重ねられた歴史・文化という強み

を大切に守り、生かし、引き継ぎながら、地域資源を生かした地域活性化や産

業活動の利便性の向上を図っていきます。 
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２ 位置・自然 

本市は、神奈川県央の西部に位置し、市の中心部は東京から約 60キロメート

ル、横浜から約 37キロメートルの距離にあり、交通網の発達等により県央の拠

点都市としての役割を担っています。 

本市の大部分の市街地は、周囲を丹沢の山々、渋沢丘陵等に囲まれた秦野盆

地に位置しており、その特性から、比較的温暖で多様な農産物ができる地形と

なっています。市街地北側の山々は、丹沢大山国定公園、県立丹沢自然公園等

に指定され、自然環境が保全されており、市内外から多くの人々が自然を求め

て訪れ、絶好のハイキングコースになっています。また、市街地及びその周辺

には、多くの河川が流れ、湧水にも恵まれています。 

 

  

位置図 
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秦野市都市マスタープラン 

３ 人口 

（１）人口・世帯数の推移 

本市の人口は、令和 2年（2020年）10月時点で 164,243 人となっており、平

成 22年（2010年）の 170,145人を境に減少に転じています。 

1 世帯当たりの人員は、昭和 45 年（1970 年）に 3.85 人だったものが、令和

2年（2020年）には 2.26人と年々減少してきており、核家族化が進行していま

す。全国平均は令和 2 年（2020 年）時点で 2.15 人であり、本市は全国平均を

上回っています。 

 65歳以上の高齢者人口は、昭和 55年以降増加傾向にあり、総人口に対する

割合は令和 2 年（2020 年）で約 30 パーセントとなっています。全国平均は令

和 2 年（2020 年）時点で 28.7 パーセントであり、本市は全国平均を上回って

います。よって、高齢者が安心して暮らせるまちづくりが求められています。 

 

 

 

            ※端数処理により合計が合わない場合があります。 

                          出典：統計はだの 
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（２）土地利用の推移 

本市の土地利用は、昭和 60年（1985年）以降、住宅用地や商業用地、工業用

地などの都市的土地利用の面積が増加し、農地、山林などの自然的土地利用の

面積が減少しています。 

特に、市街化区域内では、農地の面積が昭和 60 年（1985 年）の 694 ヘクタ

ールから平成 27 年（2015 年）には 234 ヘクタールまで減少し、一方で、住宅

用地の面積が昭和 60年（1985 年）の 775ヘクタールから平成 27 年（2015 年）

には 1,040 ヘクタールまで増加していることから、市街地内における宅地化が

進んでいる状況です。 

市街化調整区域では、農地の面積が、昭和 60 年（1985 年）の 1,440 ヘクタ

ールから平成 27年（2015年）には 1,222ヘクタールまで減少しています。 

 

 

 

         ※端数処理により合計が合わない場合があります。                    

                          出典：都市計画基礎調査 
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（３）通勤・通学流動 

本市から市外への通勤・通学流動をみると、東京都へ向かう人が最も多く、

次いで厚木市、平塚市の順となっています。 

逆に、市外から秦野市への通勤・通学流動は、平塚市が最も多く、次いで伊

勢原市、小田原市の順となっています。 

昼夜間人口比率は、平成 27年（2015年）で約 87パーセントです。流出超過

の傾向にあるため、昼間人口の流出抑制を図るまちづくりが求められます。（夜

間人口 167,378 人、昼間人口 144,786 人（平成 27年国勢調査）） 

 

 

 

 

 

 

  

流出人口

出典：国勢調査結果（平成27年10月1日）

東京都
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出典：国勢調査結果（平成27年10月1日）
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４ 広域的な位置付け 

「かながわ都市マスタープラン」では、本市は、生活圏や経済活動の広がり

に対応した、商業等の高度で多様な都市機能の集積を図る「広域拠点」として

位置付けられています。 

秦野駅周辺においては、商業・業務機能や生活サービス機能などの充実によ

り、交流とにぎわいを創出します。また、内陸側の産業集積や広域的な幹線道

路網の形成による交通利便性の向上などを生かし、新たな産業を育む多様な連

携の結束点として活力を生むとともに、安全・安心・快適な生活を支える拠点

づくりを進めていきます。 

 

 

「かながわ都市マスタープラン」（令和 3年（2021年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秦野市
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５ 都市を取り巻く環境の変化に向けて 

 

■人口減少、少子・超高齢化の進行 

人口減少、少子・超高齢社会に対応したまちづくりへの転換 

今後も見込まれる人口減少、少子・超高齢化の進行は、生産性の低下、

高齢単身世帯の増加、地域づくりの担い手の減少、都市のスポンジ化など

による都市環境の悪化を招くとともに、コミュニティの維持を困難にさ

せることも懸念されることから、人口減少、少子・超高齢社会を踏まえた

持続可能なまちづくりへの転換が求められています。 

コンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の実現 

市街地の人口密度の低下とそれに伴う生活利便性の低下を防ぐため、

都市機能や住居の適正な配置・誘導によるコンパクトなまとまりと、それ

ぞれの地域をネットワークでつなぐ都市構造の実現に向けた取組みが求

められています。 

公共交通網の確保・維持 

市民の生活利便性を確保するため、都市や地域の拠点へ容易にアクセ

スすることができる、まちづくりと一体となった地域公共交通網の確保

が求められています。 

また、わが国でも新型輸送サービスや MaaS（Mobility as a Service）

などの試みが始まっており、地域の実情に応じた新たなモビリティサー

ビスによる持続可能な公共交通網の確保・維持に向けた取組みが求めら

れています。 

管理が不十分な空家への対策 

人口減少により増加傾向にある空家・空地は都市の低密度化や生活環

境に悪影響を及ぼす恐れがあることから、適正管理を推進するとともに、

活用を促す取組みの推進が求められています。 

 

 

■都市基盤の整備と既存ストックの老朽化 

広域交流・連携を促進するネットワークの形成 

新東名高速道路秦野サービスエリア・スマートインターチェンジに接

続する構想路線の早期事業着手に向けた取組みを進める必要があります。 

厚木秦野道路（国道 246号バイパス）は、幹線道路網のミッシングリン

クを解消しダブルネットワーク化を図ることにより、国道 246 号の慢性

的な渋滞の緩和と沿道環境の改善や、地域の人・モノ・情報の交流・連携

の促進などを担う新たな東西交流軸としての役割が期待されています。 

また、近年、多発化・激甚化する大規模自然災害を踏まえた防災・減災・

国土強靱化への寄与や、新たな日常を見据えた多様なライフスタイルに
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対応した都市環境の形成など、地域の活力を維持・形成する重要な役割に

も期待されていることから、全線の早期事業化及び開通が求められてい

ます。 

交通利便性を生かした土地利用の推進 

小田急線 4駅ごとの「市の玄関口」、「表丹沢」、「温泉」、「大学」といっ

た魅力的な特性を生かして都市機能の適正な誘導を図るとともに、高速

道路のインターチェンジ周辺では、広域交通の利便性を生かした土地利

用への取組みが求められています。 

安全・快適な道路の整備 

生活に密着した道路の幅員や歩行空間・自転車利用環境の確保に努め、

歩行者、自転車、自動車がともに安全で快適に通行できるような環境の整

備が求められています。 

都市計画道路の見直し 

都市の骨格を定める都市計画道路については、社会経済情勢の変化を

踏まえ、適時適切な見直しが求められています。 

住民に身近な公園等の整備促進 

住民が身近で気軽に遊ぶことができ、誰もが利用できる公園等がある

まちづくりを目指し、引き続き、都市公園等の整備促進が求められていま

す。 

将来の人口や財政に見合った公共施設の保全・再配置 

公共施設の持つ機能をできる限り維持しながら総量を削減する公共施

設再配置の取組みを進めていくことが求められています。 

高度経済成長期を中心に整備されてきた橋りょうや上下水道施設など

の老朽化が進んでいるため、既存ストックの適切な維持管理や更新とい

った長寿命化への取組みが求められています。 

 

 

■気候変動、環境問題の顕在化 

環境負荷の小さいまちづくり 

経済の発展に伴い、生活が豊かで便利になった一方で、地球温暖化によ

る気候変動や廃棄物問題など、環境負荷の低減に取り組みます。 

市街化調整区域内における自然的土地利用面積の減少を踏まえ、都市

機能や居住の拡散を抑制し、バイオマスや小水力、太陽光などの再生可能

エネルギーを活用した環境負荷の小さい循環型、脱炭素型の社会を目指

すとともに、農地や山林などの保全や活用を通じた自然と共生するまち

づくりへの取組みが求められています。 

市民等との協働による自然環境の保全・再生 

市民や関係団体等と連携し、丹沢の山々を中心とした自然環境、市街地
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を取り巻く里地里山、多様な生物の生息環境の確保を図るための取組み

の推進が求められています。 

 

 

■価値観の多様化と安全・安心の意識の高まり 

新技術を生かした都市づくり 

わが国が目指すべき未来社会の姿として提唱された Society5.0の実現

に向けて、人工知能（AI）やロボット、自動運転車などの新技術の導入を

推進し、拠点のスマートシティ化やデジタルトランスフォーメーション

の推進などにより、少子高齢化や担い手不足、地方の過疎化、環境問題な

どの様々な社会的課題を解決していくことが求められています。 

地域コミュニティの維持・活性化 

誰もが生きがいを持ち、共に支え合いながら安心して暮らせる地域共

生社会の実現を目指し、多様な人が集う魅力的な地域づくりに向けた取

組みの推進が求められています。 

災害に対する安全・安心の確保と市民の防災意識の啓発 

近い将来、発生が予想される、都心南部直下地震、南海トラフ巨大地震

や気候変動の影響などにより、近年多発化・激甚化する風水害などに対す

る防災・減災対策を進めるほか、市民の防災・減災意識を高め地域防災力

を促進させていくことが求められています。 

さらに、大規模自然災害に備え、復興まちづくりの事前準備に取り組む

ことが求められています。 

市民・事業者・行政の協働による景観まちづくり 

水辺空間や豊かな眺望など、秦野らしい魅力的な景観が損なわれない

よう、市民・事業者・行政の協働による景観まちづくりを推進し、市民一

人ひとりの景観に対する意識の向上が求められています。 

新型コロナウイルス感染症を契機とした都市づくり 

新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行する中、新たな日常の創

造に向け、テレワークやワーケーションなどの新たなライフスタイルへ

の対応や、公共施設やオープンスペース等の既存ストックを利活用した

公共空間の創出によるゆとりある都市づくり、データを活用した過密回

避に向けた取組みなどが加速しており、新技術を生かした都市づくりの

あり方を検討していくことが求められています。 
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６ 都市づくりの課題 

都市を取り巻く環境の変化に向けてを踏まえ、次のとおりこれからの都市づ

くりの課題を整理します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少、少子・超高齢化の進行

・人口減少、少子・超高齢社会に対応したまちづくりへ
の転換

・コンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の実現

・公共交通網の確保・維持

・管理が不十分な空家への対策

都市基盤の整備と既存ストックの老朽化

・広域交流・連携を促進するネットワークの形成

・交通利便性を生かした土地利用の推進

・安全・快適な道路の整備

・都市計画道路の見直し

・住民に身近な公園等の整備促進

・将来の人口や財政に見合った公共施設の保全・再配置

＜都市を取り巻く環境の変化＞ ＜都市づくりの課題＞

気候変動、環境問題の顕在化

・環境負荷の小さいまちづくり

・市民等との協働による自然環境の保全・再生

価値観の多様化と安全・安心の意識の高まり

・新技術を生かした都市づくり

・地域コミュニティの維持・活性化

・災害に対する安全・安心の確保と市民の防災意識の啓発

・市民・事業者・行政の協働による景観まちづくり

・新型コロナウィルス感染症を契機とした都市づくり

社会情勢の変化、地域特性に
対応した持続可能なまちづくり

広域的計画や交通環境に
対応した活力あるまちづくり

自然環境の保全と環境に
配慮したまちづくり

安全・安心・快適に暮らせる
まちづくり

景観に配慮したまちづくり

都市づくりの課題 

■ 社会情勢の変化、地域特性に対応した持続可能なまちづくり 

■ 広域的計画や交通環境に対応した活力あるまちづくり 

■ 自然環境の保全と環境に配慮したまちづくり 

■ 安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 

■ 景観に配慮したまちづくり 
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１ 都市像 

本市の目指す都市像は、秦野市総合計画で次のように定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 都市像実現のための基本目標 

都市像の実現に向けて、秦野市総合計画では、次の 5 つの基本目標を定めて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 将来人口 

都市像実現のための 5 つの基本目標を柱に、本市における適正な都市の規模

を踏まえつつ、都市基盤や住環境の整備を図りながらゆとりや潤いのある都市

づくりを行っていくものとし、その将来人口は秦野市総合計画における人口規

模とします。 

 

 

 

 

  

＜秦野市総合計画における本市の都市像＞ 
 

「水とみどりに育まれ誰もが輝く 

暮らしよい都市
ま ち

」 

－基本目標－ 

１ 誰もが健康で共に支えあうまちづくり 

２ 生涯にわたり豊かな心と健やかな体を育むまちづくり 

３ 名水の里の豊かな自然と共生し安全・安心に暮らせるまちづくり 

４ 住みたくなる訪れたくなるにぎわい・活力あるまちづくり 

５ 市民と行政が共に力を合わせて創るまちづくり 

＜令和１２年（２０３０年）における人口規模＞ 

１５７,０００人 
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４ 将来都市構造 

将来都市構造は、主要な都市機能や骨格となる交通網、土地利用等の基本的

な方向付けを行い、分野別都市づくりの方針や地区別まちづくりの方針で示す

内容の基礎となるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市構造図 
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（１）都市拠点等の形成 

商業・業務機能、生活サービス機能、交流機能等の多様な都市機能をもった

地域、自然とのふれあい、スポ－ツ・文化・レクリエーションを通じた市民の

交流等において中心的な機能を担う地域を「拠点」として位置付けます。 

 

中心都市拠点・都市拠点 

●市内の鉄道駅 4 駅周辺は人口減少を抑制し、都市の成長をリードすべき役割

を担う都市拠点として設定します。なお、都市拠点のうち、広域的な計画の

中でも位置付けのある秦野駅周辺を「中心都市拠点」とします。 

地域拠点 

●都市拠点以外の地域のうち、生活サービス施設や公共交通の利便性が高く、

地域コミュニティの核である小中学校の徒歩圏エリアで、かつ現況及び将来

の人口密度も高い状況にある地域の主要施設を「地域拠点」とします。 

スポーツ・文化・レクリエーション拠点 

●県立秦野戸川公園やカルチャーパーク、おおね公園は、スポーツ・文化・レ

クリエーション等を通じて市民が交流する、多様な機能をもった拠点として

活用を推進します。 

里山生活拠点 

●都市中心部への誘導に寄与する一方で、人口や機能密度が薄れる可能性のあ

る個別の縁辺部の地域（ローカル）に着目するもので、生産機能を維持する

ために必要な人口、生産機能及び生活を支える支援機能を、長い時間軸の中

で、比較的近距離の地域内へ誘導（ローカルコンパクト）し、その機能を維

持または確保していく「里山生活拠点」とします。 

 

 

（２）土地利用の構成 

土地利用は、次に示す 5 つに大別し、適切な配置をすることにより、調和の

とれたまちづくりを目指すと共に、表丹沢の資源を最大限に活用した魅力あふ

れるまちづくりを目指します。 

 

住居系土地利用 

●既存の住宅地を維持することを基本とし、無秩序な市街地の拡大を抑制して

いきます。 

●駅周辺の商業・業務地の背後等には、その地域特性に応じた住宅地を構成し

ます。 

商業・業務系土地利用 

●小田急線 4 駅周辺の商業地等は、地域の生活の拠点となる各駅の特色に応じ

た商業・業務地としての形成を目指します。 

工業系土地利用 

●市街地の西部に位置する曽屋原工業地及び堀山下・平沢地区等の工業地は、

住宅地の環境に配慮しながら、今後も現在の土地利用を維持した機能の構成

を図ります。 
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●新市街地ゾーンである高速道路のインターチェンジ周辺では、高規格道路の

開通がもたらす広域利便性を最大限に活用し、都市の活力向上などに資する

産業系の土地利用を検討し、熟度が上がった時点で市街化編入を行います。 

農業系土地利用 

●市街地の周囲に広がる農地は、市街地の居住環境等に配慮しつつ、その生産

環境を維持すべく原則として現在の土地利用を継続します。 

緑地ゾーン 

●市街地周辺の丹沢大山国定公園、渋沢丘陵等のみどりや市街地内を流れる川

辺等のみどりは、市街地の景観や環境と深い関わりを持っています。この貴

重な資源を住民にゆとりと安らぎを与える大切な財産として保全し、適正に

維持管理します。 

 

 

（３）都市軸の構成 

他都市との連携を円滑にするとともに、市内の拠点やさまざまな都市機能を

結びつける、都市における多様な交流の骨格を「都市軸」として位置付けます。 

 

広域交流軸 

●本市と東京や名古屋方面との都市間を連携する軸として、広域幹線街路であ

る東名高速道路、新東名高速道路・厚木秦野道路（国道 246 号バイパス）の

自動車専用道路を「広域交流軸」と位置付けます。 

都市間交流軸 

●国道 246号線、平塚秦野線・秦野二宮線・西大竹堀川線等の主要幹線街路は、

周辺市町間との連携を強化し、本市の発展を担う重要な骨格となる「都市間

交流軸」として位置付け、軸周辺におけるそれぞれの役割に応じた都市整備

を目指します。 

●国道 246 号線は、本市と都心方面や県西部とを結ぶ、本市の主要な東西軸と

して位置付けます。 

●平塚秦野線・西大竹堀川線は、本市と平塚市方面を結ぶ、市南部の東西軸と

して位置付けます。 

●秦野二宮線は、本市と中井町方面を結ぶ南北軸として位置付けます。 

都市内交流軸 

●都市幹線街路は、地区内外の交流の主軸として「都市内交流軸」と位置付け、

また、それを補完するものとして、補助幹線街路の適正な道路網の配置及び

整備を目指します。 

水とみどりのふれあい軸 

●本市のシンボルである水無川及びその周辺は、自然環境とのふれあいや良好

な交通環境を創出する軸として位置付けます。 

●本市のゆとりや潤いを感じさせる空間として、水無川周辺の公園、歩道の植

栽等を整備・保全し、これを連携させることにより、つながりのある水とみ

どりのふれあい軸を構成します。 
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５ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関係 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）は、平成 27年（2015年）9月の国連サミッ

トで採択された令和 12 年（2030 年）までの国際目標で、持続可能な世界を実

現するための 17のゴール・169のターゲットから構成されています。 

都市マスタープランでは、ＳＤＧｓが目指すゴールのうち、「9 産業と技術革

新の基盤をつくろう」、「11 住み続けられるまちづくりを」、「17 パートナーシ

ップで目標を達成しよう」を中心として、その理念を踏まえ、次の世代に引き

継げる持続可能な魅力ある都市づくりを目指します。 

 

 

 

１.貧困をなくそう 

２.飢餓をゼロに 

３.すべての人に健康と福祉を 

４.質の高い教育をみんなに 

５.ジェンダー平等を実現しよう 

６.安全な水とトイレを世界中に 

７.エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

８.働きがいも経済成長も 

９.産業と技術革新の基盤をつくろう 

10.人や国の不平等をなくそう 

11.住み続けられるまちづくりを 

12.つくる責任つかう責任 

13.気候変動に具体的な対策を 

14.海の豊かさを守ろう 

15.陸の豊かさも守ろう 

16.平和と公正をすべての人に 

17.パートナーシップで目標を達成しよう 

出典：国際連合広報センター 
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１ 土地利用の方針 

（１）基本方針 

本市の土地利用は、土地の有限性と公共福祉への配慮を基本に、恵まれた自然

環境や景観を生かし、良好な生活環境の確保、産業活動の利便性の向上及び都市

の持続的な発展を図るため、「コンパクト・プラス・ネットワーク」を推進し、将

来都市構造に沿ってそれぞれの土地利用に良好な環境を創出すべく、次の基本方

針を定めます。 

 

ア 地域特性に応じた土地利用 

それぞれ特徴をもった市街地は、現在の土地利用を基本としつつ、それらの

地域特性に応じた土地利用の方針を定め適正な誘導等を図るとともに、地区計

画制度等の活用により、良好な市街地環境の実現を目指します。 

小田急線 4 駅周辺のように公共性が高く、安全性や利便性が特に求められる

ような地区は、市民の安全性や周辺環境に配慮するとともに、市民のにぎわい

拠点や市外からの来訪者の玄関口となる交流拠点としての土地の有効利用等を

目指します。 

また、高規格幹線道路等の開通がもたらす広域利便性を最大限に活用した土

地利用を目指すとともに、都市の活力向上に資する都市的土地利用の転換につ

いては、周辺環境及び産業規模などを総合的に検討し適切に進めます。 

イ 環境に配慮した土地利用 

地球温暖化などによる気候変動や廃棄物の大量発生など地球環境への負荷が

課題となっていることから、本市においても水やみどりをはじめとする豊かな

自然との共生を図りながら、環境負荷の小さい土地利用を目指します。 

 

 

（２）土地利用の方針 

ア 都市的土地利用 

良好な住環境と利便性の高い商業環境の確保及び工業の適正配置を図り、災

害に強い活力に満ちた快適でゆとりある都市環境を創造するため、地域特性を

生かした秩序ある土地利用を推進します。 

市街地内の水辺・緑地等は、都市の貴重な自然環境として保全と活用に努め、

良好な都市環境の形成に努めます。 

 

（ｱ） 住居系土地利用 

a.低層住宅地 

豊かなみどりと調和したゆとりある住環境を保全するため、戸建て住宅を

基本とした土地利用とします。 

b.中高層住宅地 

中高層住宅地は都市の人口密度を確保するため、中層以上の住宅を基本と

しつつ生活利便施設の立地を許容する土地利用とします。 
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c.複合市街地 

周辺環境との調和を図るため、中層以上の住宅を基本としつつ、商業・業

務機能や沿道サービス機能の立地が可能な土地利用とします。 

（ｲ） 商業・業務系土地利用 

a.商業・業務地 

小田急線 4 駅周辺の商業業務地は、都市の成長をリードすべき都市拠点と

位置付け、それぞれの地域特性に応じた商業業務機能を基本とする土地利用

とします。 

（ｳ） 工業系土地利用 

a.工業地 

工業地は、地域経済を支える産業立地を基本とし、職住近接による生産機

能の向上・産業振興を図る土地利用とします。 

b.工業集積地 

工業集積地は、都市の活力を創出する産業立地を基本とし、操業環境の保

全や産業ポテンシャルを生かした、生産機能の向上・産業振興を図る土地利

用とします。 

（ｴ） 都市の活力向上等に資する土地利用 

a.新市街地ゾーン 

高速道路のインターチェンジ周辺では、高規格幹線道路等の開通がもたら

す広域利便性を最大限に活用し、新たな産業系の土地利用を検討します。 

b.環境共生土地利用ゾーン 

渋沢丘陵では、厚木秦野道路（国道 246 号バイパス）の整備を見据え、豊

かな自然がもつ機能と魅力を生かし、環境への負荷が少ない環境と共生した

土地利用を検討します。 

 

 

イ 自然的土地利用 

地域循環共生圏の理念のもと、豊かな自然との共生を目指すとともに居住や

都市機能の分散化を抑制し、農地や山林等の保全や活用に努めます。 

 

（ｱ） 農地・集落等 

背後の山並みと一体となったみどり豊かな市街地周辺部の農地は、地域の特

性を生かした生産環境の整備を図り、その保全と有効活用に努めるとともに、

農地の集積・集約化を進め農業生産力の向上に努めます。また、里山や里地な

ど魅力ある地域資源を活用した既存集落のコミュニティの維持を図ります。 

（ｲ） 山林・緑地 

森林や里山林については、潤いとやすらぎをもたらす公益的機能を保持しつ

つ、多くの人が訪れたくなる魅力ある環境の形成と経済的機能の維持・向上に

努めます。 
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土地利用方針図 
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２ 交通体系形成の方針 

（１）基本方針 

都市の骨格となる利便性の高い交通ネットワークの維持・構築のため、「コンパ

クト・プラス・ネットワーク」の推進を図るべく、次の基本方針を定めます。 

 

ア 体系的な道路網の形成 

本市は、県央西部における交通の要衝であり、交通需要に対応した道路網の

形成を目指します。 

新東名高速道路（仮称）秦野サービスエリア・スマートインターチェンジ周

辺部の構想路線の具体化を図り、交通利便性の向上による地域経済の活性化を

図ります。 

また、厚木秦野道路（国道 246 号バイパス）全線の早期事業化と開通に向け

た整備を促進し、国道 246 号の渋滞緩和や地域間の交流・連携、物資の流通促

進等に努めます。 

イ 公共交通網の確保・維持 

鉄道やバス等の公共交通については、高齢社会への対応、自家用車による交

通事故や排気ガスを減少させ市街地環境に貢献するものとして、安全で快適に

利用ができるようサービスの確保・維持を図るとともに、機能的・効率的な交

通輸送体制の確立に努めます。 

また、公共交通空白・不便地域への対応として、市民ニーズや地域の実情を

把握したうえで、それぞれの地域にあった形で移動手段の確保に努めます。 

ウ 都市計画道路の見直し 

都市の骨格を定める都市計画道路については、社会経済情勢の変化を踏まえ

適時適切な見直しに努めます。 

 

 

（２）交通体系形成の方針 

ア 道路体系及び整備 

（ｱ） 道路の機能別段階構成 

本市の道路体系を次のように機能分類して、効率的な段階構成の道路網を形

成します。 

 

 機    能 

自動車専用道路 
都市高速道路、都市間高速道路、一般自動車道等専ら自動

車の交通の用に供する道路 

主要幹線街路 
都市の拠点間を連絡し、自動車専用道路と連携し都市に出

入りする交通及び都市内の枢要な地域間相互の交通を集約

して処理する道路 

都市幹線街路 
都市内の各地区または主要な施設相互間の交通を集約して

処理する道路 
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補助幹線街路 
主要幹線街路または都市幹線街路で囲まれた区域内におい

て、当該区域の発生または集中する交通を集約し適正に処

理する道路 

区画街路 
適切な規模、形状の街区を形成するとともに、幹線街路等

で囲まれた区域内に発生または集中する交通を円滑に集散

する道路 

 

（ｲ） 幹線街路網 

●自動車専用道路 

東名高速道路と機能の分担するものとして新東名高速道路、また、国道 246

号の渋滞を緩和させるものとして厚木秦野道路（国道 246 号バイパス）の整

備により、東名高速道路と連携した広域交通軸の形成を図り、交通の要衝と

しての本市の機能を充実させます。 

これらの路線では自然環境や居住環境に配慮した道路整備を促進します。 

●主要幹線街路 

国道 246号線、西大竹堀川線、平塚秦野線（曽屋鶴巻線起点から東側）、秦

野二宮線、（仮称）曽屋西大竹線、（仮称）戸川堀山下線、渋沢駅前落合線（県

道 705 号から南側）を主要幹線街路として位置付け構想路線の具体化を図る

ともに、未整備路線の整備を促進することにより他の道路への通過交通の進

入や渋滞による環境の悪化を防止します。 

●都市幹線街路 

市街地の骨格をなす道路として、次の路線を都市幹線街路として位置付け

ます。 

■国道 246号より北西側の市街地の骨格をなす幹線街路 

・堀西羽根線 

■主に渋沢駅南側の市街地の骨格となり、また、厚木秦野道路（国道 246 号

バイパス）、渋沢インターチェンジと連絡する幹線街路 

・渋沢小原線 

・渋沢並木線 

■秦野駅北側の市街地の骨格をなす幹線街路 

・平塚秦野線（主要幹線街路部分を除く。） 

■秦野駅南側の市街地の骨格となる幹線街路 

・尾尻諏訪原線 

■大根・鶴巻地区の骨格をなす幹線街路 

・曽屋鶴巻線 

・上粕屋南金目線 

・東海大学前駅真田線 

（ｳ） 生活道路 

各宅地に接続し、地域の生活に密着した生活道路は、歩行者や生活環境に配

慮し安全な幅員の確保等に努めます。幅員の確保については、住宅のセットバ

ックによる道路の拡幅などを推進します。 

（ｴ） 歩行者や自転車に優しい道路の整備 

道路の整備に際しては、交通需要に対応した歩行者空間や自転車利用環境の
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確保に努め、歩行者等と自動車が、ともに安全で快適に通行できるような道路

の整備を目指します。 

（ｵ） 駅前広場 

本市の都市拠点である小田急線 4 駅周辺においては、利用者の利便性向上の

ため、交通結節点の機能強化に努めます。 

 

イ 公共交通 

（ｱ） 鉄道 

小田急線は、都心方面等へ連絡し通勤通学の主要な交通手段です。このため

利便性を高め快適な利用ができるように輸送力の維持に努めます。 

（ｲ） バス・乗合タクシー 

バス路線の系統数を維持し、利便性の確保に努めます。また、公共交通空白・

不便地域への対応については、市民ニーズや地域の実情を把握したうえで、そ

れぞれの地域に合った形で移動手段の確保に努めます。 

（ｳ） 公共交通の利用促進 

    交通需要マネジメント（ＴＤＭ）の施策により、交通渋滞の緩和や地球温暖

化対策を推進するとともに、自家用車から公共交通への利用転換を促進し持続

可能な地域公共交通の確保・維持に努めます。 

 

ウ 都市計画道路の見直し 

    人口減少、少子・超高齢社会の到来、安全で快適な歩行空間や自転車利用環

境、公共交通網の維持、防災、自然環境、景観に対する意識の高まりのほか、

今後の財政見通しの厳しさなど都市計画道路を取り巻く状況が変化しているこ

とから、選択と集中による重点化を図り、効率的かつ効果的に整備を進めるた

め適時適切に都市計画道路の配置・幅員等を見直します。 
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交通体系形成の方針図 
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３ 自然環境と公園・緑地等の保全及び整備の方針 

（１）基本方針 

表丹沢に代表される本市の豊かな自然環境や市街地のみどりの活用を図り、人と

自然の良好な関係を創造することを目指して、次の基本方針を定めます。 

 

ア 自然環境の保全・再生 

丹沢の山々を始めとするみどりや季節ごとに街並みに彩りを添える草花、河

川及び湧水等の本市の豊かな自然環境は、多様な生物の生息環境及び市民に潤

いを与えるものとして、市民等との協働により保全・再生します。 

また、本市を通過する新東名高速道路の開通等に合わせて、表丹沢全体の魅

力向上を図ります。 

イ 公園・緑地の保全・活用 

自然体験、スポーツ・レクリエーション活動、住宅地の中の身近なオープン

スペースの創出等、その役割や目的に応じた公園の整備を促進します。 

市街地内の農地は、生産緑地地区として保全に努めます。 

ウ 水とみどりのふれあい軸の形成 

市街地を流れる水無川は、ゆとりや潤いを感じさせられる空間として、みず

なし川緑地を中心に活用を図り、つながりある水とみどりのふれあいを保全・

形成します。 

 

 

（２）自然環境と公園・緑地等の方針 

ア 自然環境 

表丹沢を始め市街地周辺に広がる豊かなみどりは、水源かん養機能の充実、

二酸化炭素吸収源の機能向上、多様な生物の生息環境の確保を図るため、市民

等との協働による保全と適正な維持管理を図るとともに、様々な分野の資源を

磨き、つなげ、新たに触れる機会を増やすことでその魅力を最大限に活用しま

す。 

また、河川や湧水等については、市民等との協働により河川浄化活動に取り

組むとともに、自然とふれあうことのできる空間として保全・再生し活用して

いきます。 

市街地周辺の自然環境や里地里山の保全を図り、豊かな自然と調和したレク

リエーション拠点として、森林セラピーロードをはじめとする散策路等の整備

や利活用に努めます。 

 

イ 公園・緑地 

（ｱ） 都市公園等 

市内には、県立秦野戸川公園、カルチャーパーク、おおね公園等の施設が

充実した規模の大きな公園が整備されています。 

また、市民の憩いの場として、子どもたちが身近で気軽に遊ぶことのでき
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る公園や誰もが利用できるバリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮され

た公園があるまちを目指します。 

さらに、市民協働による公園の適正な維持管理を継続し、市民のやすらぎ

の空間の維持に努めます。 

a.広域公園 

丹沢の自然を生かした県立秦野戸川公園の整備を促進します。 

b.風致公園 

今泉名水桜公園は、丹沢の山々の水を集めた湧水を利用した魅力ある水辺

として保全し、地域景観拠点として活用します。 

c.歴史公園 

市の文化的な遺産を保存し、市民共有の財産として郷土を愛する心を育む

機会を充実させるため遺跡を区域に含む配置とします。 

d.運動公園 

カルチャーパークは、市域のスポーツ・文化活動の中心として、陸上競技

場・総合体育館等のスポーツ施設、図書館等の文化施設の活用を図ります。 

e.地区公園 

人々が気軽に健康づくり、行楽、休息、散策などの利用ができ、地域の文

化・風土・自然にふれあえる公園づくりを推進します。 

f.近隣公園 

人々がふれあいながら、身近な健康づくり、遊び、休息、散策などの利用が

できる公園とします。 

g.街区公園 

市街地において、人々が身近な遊びや休息などの利用ができる公園としま

す。 

設置に際しては、環境創出行為等による公園整備のほか、周辺の公園設置

状況や地域における利用目的を踏まえた整備を推進します。 

遊具の定期点検を計画的に実施し、未然の事故防止や早期の施設劣化の発

見に努めます。 

（ｲ） 緑地 

緑地、河川、公園の連携に配慮し、水とみどりの軸としての保全・活用を図

ります。 

里地里山は市民、ボランティア団体、事業所等とともに保全・再生を推進

します。 

四十八瀬川周辺の緑地等は、水辺環境を生かし周囲のみどり等と連携して

自然とふれあうことのできる空間として保全、再生及び活用を図ります。 

かながわトラスト緑地第１号の「葛葉緑地」は、葛葉川ふるさと峡谷とし

て保全するとともに、市民に親しまれる身近な憩いの場として活用を図りま

す。 

また、生産緑地地区は、緑地、景観、防災等のさまざまな機能をもってお

り、その保全に努め良好な都市環境の形成を図ります。 
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ウ 水とみどりのふれあい軸 

市街地を流れる「みずなし川緑地」を中心に、市民生活に潤いを持たせる空

間の保全・形成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水とみどりの方針図 
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４ 安全・安心・快適に暮らせるまちづくりの方針 

（１）基本方針 

安全で安心して暮らすことができ、快適な魅力あるまちづくりのため、次の基本

方針を定めます。 

 

ア 誰もが暮らしよいまちづくり 

誰もが心身ともに健康で安心して快適に暮らしていけるよう地域住民等が支

え合い、一人ひとりの暮らしと生きがいを地域とともにつくっていくことがで

きる地域共生社会の実現を推進していきます。 

また、エイジフレンドリーシティ・グローバルネットワークへの参加を機に、

高齢者に優しい取組みや地域の特性・資源を生かした生活支援サービスの充実

を図ります。 

イ 災害に強いまちづくり 

東日本大震災や近年多発化・激甚化する風水害など、気候変動に適応した都

市における災害対策の重要性が再認識されています。このため、市街地の安全

性の確保は特に重要であり、大規模自然災害が起きても機能不全に陥らず市民

の生命と財産を守れるよう強靱化を図り、安全で安心して暮らせるまちづくり

を推進するとともに、大規模な災害の発生に当たっては被災自治体単独では十

分な災害対策が実施できない事態が想定されるため、迅速かつ的確な対応がで

きるよう、広域的な連携強化を図ります。 

また、建物の耐震化・不燃化対策の促進や避難施設の改修等の防災対策に取

り組むとともに、市民の防災意識を高め地域防災力の向上を図り災害に強いま

ちづくりを推進します。 

ウ 良好な住環境の形成 

環境負荷が少ない持続可能なまちづくりの構築や自然環境の維持等により、

人と自然との共生を目指します。 

また、人口減少や少子高齢化による公共施設の利用需要の変化に対応するた

め、将来を見据えた計画的な長寿命化の推進を図るとともに、周辺環境への悪

影響や都市の低密度化をまねく等の問題につながる恐れのある空家の適正管理

と活用を推進します。 

 

 

（２）安全・安心・快適に暮らせるまちづくりの方針 

ア 誰もが暮らしよいまちづくり 

（ｱ） バリアフリー・ユニバーサルデザインの導入 

公共公益施設や公共空間については、多様な利用者に配慮した施設整備を進

めます。 

また、民間施設等についてもバリアフリーやユニバーサルデザインの導入を

促進します。 
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（ｲ） 公共交通の環境整備 

誰もが安心して利用できる公共交通の利便性を確保するため、ノンステップ

バスの導入や鉄道駅のホームドアの設置など利用環境改善を促進します。 

（ｳ） 地域コミュニティの充実 

地域コミュニティを生かした生活支援サービスや防犯体制の構築等を促進し、

子どもから高齢者まで地域の中でみんなで支えあい、誰もが安心して暮らせる

住みよいまちづくりを目指します。 

（ｴ） 誰もが健康なまちづくり 

市民が安心して身近な場所で医療が受けられるよう、地域医療の充実・強化

に努めるとともに市民の健康意識を高める取組みや市民一人ひとりが主体的な

健康づくりを進めるための環境づくりを推進します。 

 

イ 災害に強いまちづくり 

（ｱ） 防災都市基盤づくり 

災害に強いまちをつくるため、建物の耐震化・不燃化対策を促進し、橋りょ

うや上下水道施設の耐震化や電線共同溝の整備等を推進します。 

さらに大規模自然災害に備え、災害時のネットワーク強化の検討や復興まち

づくりの事前準備に取り組みます。 

（ｲ） 治水対策の推進 

近年、多発化・激甚化する集中豪雨等による河川の氾濫や浸水等の水害に対

応するため、雨水施設等の整備を推進します。 

また、事業者等と連携し、浸水深や避難場所を明記した小型電柱広告を浸水

想定区域内に設置するなど市民の防災意識の啓発に努めます。 

さらに、公共下水道（雨水）の整備については、近年の豪雨状況の変化への

対応も検討して浸水対策を計画的に推進し、浸水被害の防止に努めます。 

（ｳ） 避難施設の防災対策 

災害時には、避難した人達に対する救援・支援活動等の拠点となる公共施設

の耐震化・不燃化等を推進します。 

平常時より、災害危険箇所やその他防災情報についてハザードマップやイン

ターネットなど多様な手段により周知し、市民等を中心とした地域防災力の向

上を図ります。 

また、防災・防火の拠点となる公園・緑地について適正な配置に努め、都市

空間の確保を図ります。 

 

ウ 良好な住環境の形成 

（ｱ） 環境との共生 

地球温暖化による気候変動や廃棄物の大量発生など地球規模での環境問題を

踏まえ、環境負荷の低減に配慮した暮らしやすいまちづくりを目指します。 

また、市民の環境美化への意識啓発や省資源・省エネルギーの推進を図ると

ともに、市民生活及び産業活動から排出されるごみを抑制し、ごみは極力再利

用・資源化することによる循環型まちづくりに努めます。 
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（ｲ） 公共施設の長寿命化 

安全で安心して暮らせるまちづくりのため、学校や橋りょう等の公共施設の

長寿命化を推進します。 

日常生活にかかせない上下水道については、公営企業としての健全経営を維

持しながら計画的な整備及び施設の長寿命化を推進します。 

（ｳ） 空家対策 

人口減少社会により増加傾向にある空家は都市の低密度化をまねくとともに、

適切に管理されない空家は地域住民の生活環境に影響を及ぼすことが懸念され

ます。そのため、空家の適正管理を推進するとともに使用可能な空家の活用を

促す取組みを進めます。 

（ｴ） 生活環境の保全 

公害苦情への対応や各公害対策に係る監視、地下水汚染対策に取り組みます。 

市街地内で住宅と工場が近接する地域等では、騒音やばい煙等による公害を

防止するため法令に基づく規制基準の遵守と環境に配慮した生産活動の協力を

求めていきます。 

河川や地下水の水質保全については、水質調査による環境監視を行うととも

に、事業所への立入調査を実施し排水処理施設の適正管理及び排出基準の遵守

について指導します。 

また、新東名高速道路や厚木秦野道路（国道 246 号バイパス）等の広域的な

幹線道路の開通による影響について、関係機関との調整を図りながら、生活環

境の保全に努めます。 

 

 

 

西中学校多機能型体育館 
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５ 景観形成の方針 

（１）基本目標 

本市の都市像である「水とみどりに育まれ誰もが輝く暮らしよい都市（まち）」を

めざして、「秦野らしい景観」を守り、育て、創っていくための基本理念である「景

観の視点からのまちづくり」「長期的な視点に基づく地域の個性を生かす景観まち

づくり」「身近な生活からはじめる協働による景観まちづくり」に基づき、市民が自

分のまちに愛着をもち、潤いや個性のある都市景観を実現するため、市民､事業者､

行政の協働による秦野の景観まちづくりを推進するため、次の基本目標を定めます。 

 

ア 自然豊かな丹沢の山並み、みどり、水辺を生かした景観まちづくり 

丹沢の山並みとみどりを景観まちづくりの核として守るとともに、名水の里

として親しめる川や湧水などの水辺景観を守り、育て、まち全体の景観まちづ

くりに生かしていくことを目指します。 

イ 秦野の風土が培ってきた歴史・文化を暮らしの中に生かす景観まちづくり 

人々の長い営みの中で育まれてきた秦野の歴史・文化を象徴する資源に誇り

を持ち、また、暮らしの中で感じられる景観まちづくりを目指します。 

ウ 周辺環境に配慮した景観まちづくり 

日々の暮らしの中で接する住宅、商店、工場、公共建築物、道路、駅前、公

園などにおいては、個々の役割や目的を尊重しつつ周辺環境に配慮した景観ま

ちづくりを目指します。 

エ 市民一人ひとりが進める景観まちづくり 

市民一人ひとりが身の回りから景観に配慮する意識を高め、日常生活の小さ

な行動からまち全体の景観まちづくりに発展させることを目指します。 

 

 

（２）景観形成の基本方針 

ア 山並み景観 

富士山や丹沢山系など盆地を形成する山並みへの眺望を保全するとともに、

眺望を楽しめる展望地点の確保に努めていきます。 

また、四季の変化を感じられる山並みを維持します。 

イ 里山・田園景観 

盆地を縁取る里山の雑木林や谷戸田を守り育んでいくとともに、四季の香り

の漂う農地や集落の景観を保全します。 

ウ 水辺景観 

親しみの持てる河川、湧水、湖の水辺空間を創出するとともに、水辺の生態

系を保全します。 

また、豊かで清らかな河川や地下水を保全します。 

エ 歴史・文化の景観 

歴史・文化的な資源を発掘し保全していくとともに、史跡や古道を生かした

歴史を感じる景観まちづくりを推進します。 
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また、生活の中から培われた歴史的な建物を生かしていくとともに、地域に

伝わる伝統行事などを次世代に伝承します。 

オ 街の景観 

（ｱ） 住宅地の景観 

潤いとやすらぎのある住宅地の景観まちづくりを推進します。 

（ｲ） 商店街の景観 

にぎわいのある生き生きとした商店街の景観まちづくりを推進します。 

（ｳ） 工業地の景観 

工業施設と周辺環境との調和を推進します。 

（ｴ） 公共建築物の景観 

景観まちづくりをリードする魅力的な公共建築物を創出します。 

（ｵ） 道路の景観 

快適で親しみのある道路空間を創出します。 

（ｶ） 駅周辺の景観 

小田急線 4駅周辺の特長を生かした景観まちづくりを推進します。 

（ｷ） 公園・緑地の景観 

ゆとりあるみどり豊かな都市空間を創出します。 

 

 

 

 

 

里山田園風景
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地区別まちづくりの方針とは 

地区別構想は、「第 4章分野別都市づくりの方針」の市全体を対象とした方針

に対し、身近な地区レベルでの問題や課題に対応するため、まとまりのある地

区に分けて、各地区の将来像やまちづくりの方針を定めるものです。 

本市においては、まちづくり委員会が組織され、活動が長年続けられている

等、地区としてのまとまりがある 8地区に分けて方針を定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

地区区分図 
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１ 本町地区まちづくり方針 

（１）地区の将来像 

本町地区の将来像は、総合計画基本計画と

の整合を図り、次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地区の現況 

位置 

・本町地区は秦野駅の北側に位置し、北は葛葉川、南は水無川等が他地区との

境界となっており、東は弘法山、西は曽屋原工業地付近までを含む区域です。 

・また、地形的な面や市街地の規模の面においても本市の中心となる市街地で

あり、市役所をはじめ各種の公共公益施設も充実しています。 

人口 

・本町地区の人口は、令和 2 年（2020

年）時点（10 月 1日現在。以下同じ）

で 20,989人、世帯数は 9,224世帯で、

1世帯当たりの人員は令和 2年（2020

年）時点で 2.28人となっています。 

産業 

・商店街の北側には、大型の小売店舗が

立地しており、多くの買い物客を集

めています。 

・国道 246号や県道 71号（秦野二宮）等の主要な主要幹線街路の沿道には、商

業・業務施設が立地しています。 

活力とふれあいに満ちた、 

きれいで安全な暮らしよいまち 

●にぎわいづくりによる活気あふれるまち 

●地域活動や多世代交流が盛んで、多文化が共生する 

あたたかいまち 

●みんなで子どもや高齢者、障害者を支えるまち 

●子どもや高齢者の交通安全が確保されたまち 

●安心して暮らせる災害に強く、治安のよいまち 

●豊かな自然に囲まれ、歴史と伝統を感じるまち 

N
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・秦野駅前や幹線道路沿いの商業施設は、建物の老朽化や空き店舗化が進んで

います。 

・地区の西側には、曽屋原工業地を中心に、まとまった工業地が形成されてい

ます。 

生活環境 

・秦野駅に近い住宅地には、比較的密集した低層の住宅地が形成されています。 

・秦野駅周辺には各種の生活サービス施設が立地しています。 

・住宅地内に身近な公園等のオープンスペースが不足しています。 

・地区西部の工業地には、住工の混在が見られます。 

 

 

（３）地区の課題 

土地利用に関して 

・本市の中心都市拠点としてのにぎわい空間の形成 

・商店街の活性化 

・秦野駅周辺の空き店舗や低未利用地の活用 

・暮らしよい住環境の創出と環境に配慮した工業地の適切な利用 

・農地の保全 

交通に関して 

・交通渋滞を緩和し、地区の生活の利便性を向上させるとともに、本市の中心

都市拠点として、他の地区との円滑な連携による道路網と公共交通軸の維持 

・交通需要に対応した安全で快適な歩行空間や自転車利用環境の確保 

公園・緑地等に関して 

・地区にゆとりと潤いを創出する、水無川、葛葉川、弘法山等の自然環境資源

としての適切な保全・活用 

・身近な公園等のオープンスペースの確保 

安全・安心・快適で魅力あるまちづくりに関して 

・誰もが安心して利用できる公共空間の維持・保全 

・上下水道の維持と浸水対策の推進 

・空家の増加 

景観形成に関して 

・良好なまち並み景観の形成 

 

 

（４）まちづくり方針 

ア 土地利用 

（ｱ） 中心都市拠点の形成 

・秦野駅周辺では、市の中心都市拠点として高次都市機能を誘導し、交流人口

の増加とにぎわい創出を図ります。 

・魅力ある商業地の形成や空き店舗等の有効活用による商店街の活性化等、中

心都市拠点としてのにぎわいづくりには、行政と地域の住民や事業者等との

適切な役割分担による相互の協力によって推進します。 
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・県道 705 号（堀山下秦野停車場）では、道路整備と合わせ中心商業地にふさ

わしい土地利用を誘導します。 

（ｲ） 利便性の高い住宅地の形成 

・秦野駅周辺では、生活サービス施設等の立地により、駅に近接した利便性の

高い住宅地としての土地利用を誘導します。 

（ｳ） 良好な操業環境の形成 

・工業地としての良好な操業環境を形成するため、土地の有効利用を促進する

とともに、環境への配慮を今後も継続します。 

（ｴ） 農地の保全等 

・地区東部及び南部等の集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努めます。 

・市街化区域内の農地は生産緑地地区制度の活用等により、その保全に努めま

す。 

（ｵ） 緑地ゾーンの保全・利活用 

・県立丹沢大山自然公園では、潤いづくりの空間として保全・利活用を図りま

す。 

・かながわトラスト緑地第１号の葛葉緑地では、葛葉川ふるさと峡谷として保

全するとともに、市街地に近接した身近な自然体験ゾーンとして活用してい

きます。 

・弘法山は地域のシンボルとして、自然環境及び景観的な面から維持・保全を

図り、また、その周辺の森林里山の散策路等の活用を図ります。 

 

イ 交通体系形成 

（ｱ） 体系的な道路網の形成 

・中心市街地の回遊性の向上を図るため、県道 705 号（堀山下秦野停車場）の

整備を促進します。また、安全性や景観に配慮した歩道の設置、電線類の地

中化等を促進します。 

・国道 246 号の慢性的な交通渋滞の緩和を図るとともに、広域交通の利便性向

上に寄与する厚木秦野道路（国道 246号バイパス）の整備を促進します。 

・東名高速道路秦野中井インターチェンジへのアクセス性を向上するとともに、

主要幹線道路の交通渋滞の緩和を図るため、（仮称）曽屋西大竹線の計画の具

体化を図ります。 

（ｲ） 生活道路等の整備 

・安全で安心な生活環境を確保するため、市民生活に密着した生活道路の拡幅

等の整備を進めます。 

（ｳ） 公共交通網の確保・維持 

・秦野駅に接続するバス路線の確保を図るとともに、地域の実情に応じた公共

交通の確保・維持に努めます。 

 

ウ 公園・緑地等 

（ｱ） 水とみどりの保全・活用 

・ゆとりと潤いを感じさせる空間として、地区の南側を流れる水無川とその川
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辺に整備されている河川緑地を、水とみどりとのふれあい軸と位置付け、「み

ずなし川緑地」を中心に、市民生活に潤いを持たせる空間の保全に努めます。 

（ｲ） 身近な公園等の維持・保全 

・身近な公園等は日常点検を計画的に実施し、維持・管理を図ります。 

 

エ 安全・安心・快適で魅力あるまちづくり 

（ｱ） 安心と魅力のある空間の創出 

・秦野駅周辺は、公共公益施設や商業・業務施設等が立地し、多くの人が訪れ

る中心都市拠点です。そこで、全ての人にとって利便性の高い魅力ある公共

空間の創出に努めます。 

（ｲ） 上下水道の維持 

・生活環境の向上を目指して、水道の安定供給と下水道の維持に努めます。ま

た、浸水対策として、雨水枝線管きょの整備を推進します。 

（ｳ） 空家対策の推進 

・空家の適正管理と活用を推進します。 

 

オ 地域特性を生かした景観の創出 

・歴史と伝統を生かした魅力ある景観の創出に努めます。 
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まちづくり方針図（本町地区） 
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２ 南地区まちづくり方針 

（１）地区の将来像 

南地区の将来像は、総合計画基本計画との

整合を図り、次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地区の現況 

位置 

・南地区は、本町地区の南側に位置し、北は水無川が本町地区との境界となっ

ており、南側は渋沢丘陵を境に中井町と隣接しています。 

・また、市内の交通の拠点的性格をもつ秦野駅があり、その周辺は市の中心市

街地の一部を形成しています。 

人口 

・南地区の人口は、令和 2年（2020年）

時点で 32,714人、世帯数は 13,413世

帯で、1世帯当たりの人員は令和 2年

（2020年）時点で 2.44人となってい

ます。 

都市基盤の整備を実施 

・秦野駅南部等の駅周辺をはじめ、地区

内の各地で良好な住環境を形成するために、土地区画整理事業が進められま

した。 

・秦野駅周辺のほか、保健福祉センター周辺や秦野赤十字病院周辺等は、特に

生活利便性が高い住宅地を形成しています。 

・地区の西側には、平沢工業団地等のまとまった工業地を形成しています。 

・市街地内には多くの生産緑地地区を含む多くの農地があります。 

豊かな水と緑に囲まれ、素晴らしい 

環境で誰もが住んでみたいと思うまち 

●交通安全、防犯、防災対策による安全で安心して暮らせるまち 

●ふれあいやいたわりによる、生きがいを持って暮らせるまち 

●安心して子育てができ、子どもたちが心豊かに成長できるまち 

●恵まれた自然を生かした観光地、名所づくりによる活力に満ち

たまち 

●地区にかかわる様々な人々が交流するあたたかいまち 

 

N
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市のスポーツ・文化活動の中心地 

・カルチャーパークには、秦野中央運動公園、文化会館、図書館、総合体育館

等、市のスポーツ・文化施設が集積しており、多くの市民が訪れています。 

渋沢丘陵等の自然、農地 

・地区の南部には渋沢丘陵があり、山林や農地、震生湖等、豊かな自然環境が

見られます。 

・地区内には今泉名水桜公園や弘法の清水をはじめ、名水百選に選ばれた湧水

があります。 

 

 

（３）地区の課題 

土地利用に関して 

・秦野駅周辺の空き店舗や低未利用地の活用によるにぎわい空間の創出 

・東名秦野テクノパーク未利用地への研究開発型企業の誘致の促進や平沢地区

の工業地における住宅と工場の混在 

・農地、渋沢丘陵の斜面緑地の保全 

交通に関して 

・秦野駅南側市街地における生活の利便性の向上や住宅地内を通過する自動車

交通を抑制する主要な道路網の形成 

・秦野駅周辺道路等の交通渋滞の緩和 

・秦野駅に接続する公共交通の維持 

公園・緑地等に関して 

・水無川、震生湖、斜面緑地等の自然環境資源としての適切な保全・活用によ

るゆとり・潤いの創出 

安全・安心・快適で魅力あるまちづくりに関して 

・誰もが安心して利用できる公共空間、交流・ふれあいの場の創出 

・上下水道の維持と浸水対策の推進 

・空家の増加 

景観形成に関して 

・「はだの桜みち」等の地域特性を生かした景観の形成 

 

 

（４）まちづくり方針 

ア 土地利用 

（ｱ） 中心都市拠点の形成 

・秦野駅周辺では、市の中心都市拠点として、高次都市機能を誘導し交流人口

の増加とにぎわい創出を図ります。 

・地域拠点である保健福祉センター周辺や秦野赤十字病院周辺では、生活サー

ビス施設の充実に努めます。 

（ｲ） 利便性の高い住宅地の形成 

・秦野駅周辺では、生活サービス施設等の立地により、駅に近接した利便性の
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高い住宅地としての土地利用を誘導します。 

・土地区画整理事業が完了した地区では、地区計画等による良好な住環境の形

成に努めます。 

・秦野駅南部（今泉地区）土地区画施整理事業の長期未着手地区においては、

市街地整備手法を検討します。 

（ｳ） 良好な操業環境の形成 

・平沢工業団地等の工業地では、良好な操業環境の維持に努めます。 

・東名秦野テクノパーク未利用地では、地区計画等による研究開発型企業等の

誘致を促進します。 

・秦野中井インターチェンジ隣接地では、新たな産業拠点集積を図るため、計

画的な市街地整備を促進します。 

（ｴ） 農地の保全等 

・営農環境を今後も維持していくため、農地を保全します。 

・市街化区域内の農地は生産緑地地区制度の活用等により、その保全に努めま

す。 

（ｵ） 緑地ゾーンの保全・利活用 

・渋沢丘陵をはじめとした緑地の保全・利活用を図ります。 

 

イ 交通体系形成 

（ｱ） 体系的な道路網の形成 

・秦野駅利用の利便性を向上し、秦野駅南側市街地の交通基盤を整備するため、

都市計画道路尾尻諏訪原線の整備を推進します。 

・国道 246 号の慢性的な交通渋滞の緩和を図るとともに、広域交通の利便性向

上に寄与する厚木秦野道路（国道 246号バイパス）の整備を促進します。 

・東名秦野中井インターチェンジへのアクセス性を向上するとともに、主要幹

線道路の交通渋滞の緩和を図るため、（仮称）曽屋西大竹線の計画の具体化を

図ります。 

（ｲ） 生活道路等の整備 

・安全で安心な生活環境を確保するため、市民生活に密着した生活道路の拡幅

等の整備を図ります。 

 

ウ 公園･緑地等 

（ｱ） 水とみどりの保全・活用 

・ゆとりと潤いを与える空間として、地区の北側を流れる水無川とその川辺に

整備されている河川緑地を、水とみどりとのふれあい軸と位置付け、「みずな

し川緑地」を中心に、市民生活に潤いを持たせる空間の保全に努めます。ま

た、地区内の湧水については、その保全と活用を図ります。 

・地区の南部に広がる渋沢丘陵、震生湖等は景観上、また、観光要素として貴

重な資源です。したがって、震生湖周辺の散策路、自然学習の場等の整備を

促進し、これらの自然環境を保全・活用していきます。 
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（ｲ） 公園の維持・管理 

・カルチャーパークでは、さまざまなスポーツ・文化活動の中心拠点として機

能を充実するとともに、市民との協働による管理・運営を含む利活用の向上

を図ります。 

・今泉名水桜公園では、市街地に残る貴重な水辺を保全し、地域の住民に憩い

と潤いを与える拠点として、引き続き、適切な維持・管理に努めます。 

 

エ 安全・安心・快適で魅力あるまちづくり 

（ｱ） 安心と魅力のある空間の創出 

・全ての人にとって利便性の高い魅力ある公共空間を創出するため、バリアフ

リー・ユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。 

・幹線道路を整備し、秦野駅へのアクセス性を向上することで、駅周辺のにぎ

わいの創出を図ります。 

・交通量の多い道路や狭あい道路における快適な歩行空間の確保やイメージ歩

道の整備を図り、交通安全対策を推進します。 

（ｲ） 上下水道の維持 

・生活環境の向上を目指して、水道の安定供給と下水道の維持に努めます。ま

た、浸水対策として、雨水枝線管きょの整備を推進します。 

（ｳ） 空家対策の推進 

・空家の適正管理と活用を推進します。 

 

オ 地域特性を生かした景観の形成 

・潤いのある水辺空間や地域の特徴を生かし、周辺環境と調和の取れた街並み

景観の創出に努めます。 

・「はだの桜みち」の景観を生かし、地域住民と連携しながら、にぎわいの創出

を図ります。 
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まちづくり方針図（南地区） 
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３ 東地区まちづくり方針 

（１）地区の将来像 

東地区の将来像は、総合計画基本計画との

整合を図り、次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地区の現況 

位置 

・東地区は、本町地区の北側に位置し、南は葛葉川が本町地区との境界となっ

ており、北側及び東側は、清川村、厚木市、伊勢原市と隣接しています。 

人口 

・東地区の人口は、令和 2年（2020年）

時点で 15,609人、世帯数は 6,403世

帯で、１世帯当たりの人員は令和 2年

（2020年）時点で 2.44人となってい

ます。 

市街地は地区の南部を中心に形成され

ている 

・東地区は丹沢の山々が迫っており、市

街地は比較的地形の緩やかな地区南部を中心に広がっています。 

・県道 70号（秦野清川）が通る寺山地区・蓑毛地区には住宅地が広がっていま

す。 

・国道 246 号沿道には、レストラン、小売店舗等のサービス施設が立地してい

ることから、周辺の住環境への配慮が必要です。 

豊かな自然と歴史や文化が調和した 

住みよいまち 

●住民が誇りにできる丹沢や大山、湧水等の豊かな自然と、

史跡や文化財等の遺産を積極的に生かしたまちづくり 

●豊かな自然に囲まれたゆとりある環境を大切にした、安

全で安心して暮らせる持続可能なまちづくり 

●日常のふれあいや共同活動を通して生み出される連帯感

や信頼関係を基礎に、自分たちが住んでいる地域をみん

なの力で支えあい、住みよくしていく心の絆を大切にす

るまちづくり 
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・地区内を新東名高速道路が横断しており、大きな環境の変化がみられます。 

歴史的資源が多く存在する 

・地区内には、源実朝公御首塚や東田原中丸遺跡、大日堂等の貴重な歴史的資

源が存在します。 

水とみどりに恵まれ、観光資源が豊富 

・東地区の約 71パーセントは山林であり、地区北部及び東部は丹沢大山国定公

園等に指定され、自然環境が保護されています。 

・首都圏自然歩道やハイキングコースが設定され、また、自然観察の森等、丹

沢の自然とのふれあいを楽しむことができます。 

・市街地周辺には、農家の集落と豊かな田園風景が広がっています。 

・水に恵まれ、地区内は湧水も豊かです。 

 

 

（３）地区の課題 

土地利用に関して 

・暮らしよい住環境の創出 

・里地里山の保全・再生 

・営農環境の保全 

・歴史・文化や自然等の地域資源を活用したにぎわい創出 

交通に関して 

・東地区と市内中心部との軸である県道 70号（秦野清川）の整備促進 

・都市拠点との公共交通軸の維持 

公園・緑地等に関して 

・源実朝公御首塚、東田原中丸遺跡、大日堂等の歴史的資源の保全・活用 

・葛葉川ふるさと峡谷の保全 

安全・安心・快適で魅力あるまちづくりに関して 

・新東名高速道路の開通による、地域の分断、土地利用への影響、大気汚染や

騒音等が及ぼす住環境への影響の低減化 

・山間部における土砂災害対策 

・上下水道の維持 

・空家の増加 

景観形成に関して 

・地域特性を生かした景観の形成 

 

 

（４）まちづくり方針 

ア 土地利用 

（ｱ） 良好な住宅地の形成 

・葛葉川北側の基盤整備された住宅地では、良好な住環境を維持・保全します。 

・延沢地区の河川整備などの基盤整備が進められている住宅地では、周辺の住

環境と調和した土地利用の誘導に努めます。 

・地区北部の住宅地が広がる寺山地区では、生活サービス機能の集約・維持に
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努めます。 

（ｲ） 農地の保全・活用等 

・田原ふるさと公園の活用を推進し、市民の農業に対する理解や都市住民との

交流を深める場を創出します。 

・集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努めるとともに、市街化区域内

の農地は生産緑地地区制度の活用等より農地の保全に努めます。 

（ｳ） 緑地ゾーンの保全・利活用 

・表丹沢をはじめ、山々が育む豊かな自然を維持するため、これらの山林の保

全・利活用を図ります。 

・自然観察の森・緑水庵は、市民の学習施設・レクリエーション施設として整

備・活用を図ります。 

・かながわトラスト緑地第１号の葛葉緑地では、葛葉川ふるさと峡谷として保

全するとともに、市街地に近接した身近な自然体験ゾーンとして活用します。 

 

イ 交通体系形成 

（ｱ） 体系的な道路網の形成 

・南北交通の軸となっている県道 70号（秦野清川）の歩道整備とともに、秦野

と大山を結ぶ道路として県道 701 号（大山秦野）の計画の具体化を促進しま

す。 

（ｲ） 生活道路等の整備 

・安全で安心な生活環境を確保するため、市民生活に密着した生活道路の拡幅

等の整備を図ります。 

（ｳ） 公共交通の維持・確保 

・秦野駅に接続するバス路線の確保を図るとともに、地域の実情に応じた公共

交通の確保・維持に努めます。 

 

ウ 公園･緑地等 

（ｱ） 歴史的資源の保全・活用 

・源実朝公御首塚、東田原中丸遺跡、大日堂等の地区内の歴史的資源を保護し

ていくとともに、歴史的資源とみどりとの連携を図ることにより活用します。 

 

エ 安全･安心・快適で魅力あるまちづくり 

（ｱ） 治水対策の推進 

・山間部等では、土砂災害等を防止するため、砂防地域や急傾斜地崩壊危険区

域等の指定並びに指定地の整備等を促進します。 

（ｲ） 上下水道の維持 

・生活環境の向上を目指して、水道の安定供給と下水道の維持に努めます。 

（ｳ） 空家対策の推進 

・空家の適正管理と活用を推進します。 
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オ 地域特性を生かした景観の形成 

・秦野らしい自然や歴史・文化を次世代に引き継いでいくため、里地里山の景

観の維持・保全に努めます。 
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まちづくり方針図（東地区） 
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秦野市都市マスタープラン 

 

４ 北地区まちづくり方針 

（１）地区の将来像 

北地区の将来像は、総合計画基本計画と

の整合を図り、次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地区の現況 

位置 

・北地区は、本市の中央北部に位置し、北側は清川村と隣接しています。 

・また、本地区は、その約 75パーセントが山林、農地等の土地利用となってい

ます。 

人口 

・北地区の人口は、令和 2年（2020年）

時点で 13,278人、世帯数は 5,006世

帯で、1世帯当たりの人員は令和 2年

（2020年）時点で 2.65人となってい

ます。 

市街地は住宅地が主体 

・市街地は、菩提地区南部等のまとまっ

た工業地を除き、多くは住宅地であり、周辺には農家の集落や田園風景が広

がっています。 

広域公園が整備されている 

・丹沢の自然を活用した広域公園となる県立秦野戸川公園は 50.83 ヘクタール

のうち 36.1 ヘクタールが整備されています。 

豊かで美しい自然と共生し、 

地域の活力があるまち 

●誰もが安全で安心して暮らし続けられるまち 

●新東名高速道路を中心に利便性の高い活力あ

るまち 

●みどり豊かな自然景観の適切な保全と活用に

よる魅力あるまち 

●住民のふれあいと交流が盛んで、次世代へと

つながれるまち 
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・新東名高速道路（仮称）秦野サービスエリア・スマートインターチェンジが

開設されることにより、県立秦野戸川公園のアクセス性が向上し、にぎわい

の創出が期待されています。 

 

 

（３）地区の課題 

土地利用に関して 

・工業地における住環境と操業環境の調和 

・新東名高速道路（仮称）秦野サービスエリア・スマートインターチェンジ周

辺の最大活用 

交通に関して 

・新東名高速道路の開通に伴う交通需要の増加に対する道路整備 

・地区の生活の利便性、安全性を向上させる生活道路の整備 

・都市拠点である秦野駅や渋沢駅との公共交通軸の維持 

公園・緑地等に関して 

・丹沢の自然や水無川等の自然環境資源としての適切な保全・活用 

・新東名高速道路の整備に伴う、県立秦野戸川公園の利活用 

安全・安心・快適で魅力あるまちづくりに関して 

・新東名高速道路の開通による、地域の分断、土地利用への影響、大気汚染や

騒音等が及ぼす住環境への影響の低減化 

・上下水道の維持 

・治水対策の推進 

・空家の増加 

景観形成に関して 

・地域特性を生かした景観の形成 

 

 

（４）まちづくり方針 

ア 土地利用 

（ｱ） 良好な工業地の形成 

・菩提地区南部等の工業地では、良好な工業地としての土地利用を継続します。 

（ｲ） 新東名高速道路（仮称）秦野サービスエリア・スマートインターチェンジ 

を生かした新たな土地利用の形成 

・スマートインターチェンジの周辺地域では、周辺環境に配慮しつつ、必要な

産業拠点集積を図るため市街地整備を促進します。 

・上り線サービスエリアの周辺地域については、はだの丹沢クライミングパー

クを基点としたクライミングの普及促進を図り、県立山岳スポーツセンター

や県立秦野戸川公園と一体的な地域振興に努めます。 

（ｳ） 農地の保全・活用等 

・家族で気軽に楽しむことのできる観光農業等を推進します。 

・集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努めるとともに、市街化区域内

の農地は生産緑地地区制度の活用等より農地の保全に努めます。 
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（ｴ） 緑地ゾーンの保全・利活用 

・表丹沢をはじめ、山々が育む豊かな自然を維持するため、これらの山林の保

全・利活用を図ります。 

 

イ 交通体系形成 

（ｱ） 体系的な道路網の形成 

・スマートインターチェンジへのアクセス性を高めるとともに、周辺部の構想

路線の具体化を図ります。 

・県立秦野戸川公園をはじめとした、表丹沢の周辺施設に誘導できる道路網を

検討します。 

（ｲ） 生活道路等の整備 

・安全で安心な生活環境を確保するため、地区内道路の交通需要増加や生活道

路への自動車進入等の対策を推進します。 

・スマートインターチェンジ周辺の交通安全対策を推進します。 

（ｳ） 公共交通網の確保・維持 

・秦野駅や渋沢駅に接続するバス路線の確保を図るとともに、地域の実情に応

じた公共交通の確保・維持に努めます。 

 

ウ 公園・緑地等 

（ｱ） 水とみどりの保全・活用 

・ゆとりと潤いを与える空間として、地区の南側を流れる水無川とその川辺に

整備されている河川緑地を、水とみどりとのふれあい軸と位置付け、市民生

活に潤いを持たせる空間の保全に努めます。 

（ｲ） 広域公園等の整備 

・県立秦野戸川公園では、丹沢の自然や周囲の田園風景を取り込み生かしつつ、

さまざまな自然体験、スポーツ交流ができる公園として整備を促進します。 

・表丹沢野外活動センターの施設の充実に努めます。また、里山ふれあいセン

ターと連携して利用の向上に努めます。 

 

エ 安全・安心・快適で魅力あるまちづくり 

（ｱ） 住環境の保全 

・新東名高速道路の開通による大気汚染や騒音等の環境問題については、関係

機関との調整を図りながら生活環境の保全に努めます。 

（ｲ） 治水対策の推進 

・山間部等では、土砂災害等を防止するため、砂防地域や急傾斜地崩壊危険区

域等の指定並びに指定地の整備等を促進します。 

（ｳ） 上下水道の維持 

・生活環境の向上を目指して、水道の安定供給と下水道の維持に努めます。 

（ｴ） 空家対策の推進 

・空家の適正管理と活用を推進します。 



第５章 地区別まちづくりの方針（北地区） 

61 
 

オ 地域特性を生かした景観の創出 

・秦野らしい里地里山や河川敷の景観の保全・創出と、関係機関との調整を図

り、新東名高速道路の整備による景観への影響の低減化に努めます。 
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まちづくり方針図（北地区） 
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５ 大根地区まちづくり方針 

（１）地区の将来像 

大根地区の将来像は、総合計画基本計画と

の整合を図り、次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地区の現況 

位置 

・大根地区は市の東側に位置し、秦野盆地の外にある地区です。 

・北側は伊勢原市、南側は平塚市と隣接しており、他都市との生活圏のつなが

りもある地区です。 

人口 

・大根地区の人口は、令和 2 年（2020

年）時点で26,375人、世帯数は14,342

世帯で、1世帯当たりの人員は令和 2

年（2020年）時点で 1.84人となって

います。 

・東海大学が近隣に立地しているため、

20 歳前後の人口が多いのが特徴とな

っています。 

東海大学前駅周辺 

・東海大学前駅は学生の利用が多く、駅周辺は生活サービス施設が充実し、地

域の生活拠点となっています。 

・東海大学前駅南側には学校や大学が立地しており、学生の歩行者が多い状況

にあります。 

・東海大学前駅西側には住宅地が広がっているほか、農地が多く分布していま

安全・安心・清々しいやさしいまち 

●自然を大切にするまち 

●子ども、高齢者、社会的弱者の誰もが快適で、

安全な生活環境づくりへ努力するまち 

●いやしの場づくりへ努力するまち 

●人間関係を豊かにするまち 

●思いやりとやさしさを持つ、元気な子どもを

育てるまち 
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す。 

弘法山の景観 

・弘法山は、身近な展望拠点として、またレクリエ－ションの場として活用さ

れるとともに、身近な山並み景観を提供してくれるシンボル的な緑地となっ

ています。 

 

 

（３）地区の課題 

土地利用に関して 

・東海大学前駅から離れた大規模団地のスポンジ化 

・東海大学前駅の地域特性を生かしたにぎわいづくり 

・農地や弘法山の緑地等の保全 

交通に関して 

・交通の利便性を向上させる地区の幹線街路の整備 

・地区の生活の利便性、安全性を向上させる生活道路の整備 

・都市拠点である東海大学前駅との公共交通軸の維持 

公園・緑地等に関して 

・自然環境を活用した弘法山の保全・活用 

安全・安心・快適で魅力あるまちづくりに関して 

・上下水道の維持と浸水対策の推進 

・誰もが安心して使用できる公共空間の創出 

・空家の増加 

景観形成に関して 

・地区南部に広がる田園風景の保全と自然と歴史資源を生かした景観の形成 

 

 

（４）まちづくり方針 

ア 土地利用 

（ｱ） 良好な住宅地の形成 

・地区内の住宅地では、良好な住環境の形成に努めます。 

・都市拠点である東海大学前駅周辺では、地域の生活に密着した生活サービス

機能等の誘導・充実を図り、にぎわいのある空間の形成に努めます。 

・地域拠点である下大槻団地周辺では、生活サービス施設の充実を図ります。 

（ｲ） にぎわいのある空間づくり 

・東海大学前駅周辺では、地域住民に密着した多様な生活サービス機能をもっ

た、にぎわいのある空間づくりを誘導します。 

・東海大学前駅を有する特性から、地域住民や鉄道利用者を対象とした地域の

にぎわい拠点の整備を推進します。 

（ｳ） 農地の保全等 

・弘法山周辺及び地区南部の集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努め

るとともに、市街化区域内の農地は生産緑地地区制度の活用等より農地の保

全に努めます。 
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（ｴ） 緑地ゾーンの保全等 

・弘法山は地域のシンボルとして、自然環境及び景観的な面から維持・保全を

図り、また、その周辺の森林里山の散策路等の活用を図ります。 

 

イ 交通体系形成 

（ｱ） 体系的な道路網の形成 

・県道 613 号（曽屋鶴巻）・県道 62 号（平塚秦野）では、歩行者の安全を確保

するため、歩道等の整備を促進します。 

・国道 246 号の慢性的な交通渋滞の緩和を図るとともに、広域交通の利便性向

上に寄与する厚木秦野道路（国道 246号バイパス）の整備を促進します。 

（ｲ） 生活道路等の整備 

・安全で安心な生活環境を確保するため、市民生活に密着した生活道路の拡幅

等の整備を図ります。 

（ｳ） 公共交通の確保・維持 

・東海大学前駅に接続するバス路線の確保を図るとともに、地域の実情に応じ

た公共交通の確保・維持に努めます。 

 

ウ 公園･緑地等 

（ｱ） 公園等の維持管理 

・身近な公園等は日常点検を計画的に実施し、維持・管理を図ります。 

 

エ 安全･安心・快適で魅力あるまちづくり 

（ｱ） 安心と魅力のある空間の創出 

・東海大学前駅へのアクセス性を向上させるため、エレベーター・エスカレー
ターを設置します。 

（ｲ） 上下水道の維持 

・生活環境の向上を目指して、水道の安定供給と下水道の維持に努めます。ま
た、浸水対策として、雨水枝線管きょの整備を推進します。 

（ｳ） 空家対策の推進 

・空家の適正管理と活用を推進します。 

 

オ 地域特性を生かした景観の形成 

・弘法山の自然や歴史等の地域の特性を生かした景観の形成に努めます。 

・地区南部に広がる田園風景の保全に努めます。 
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まちづくり方針図（大根地区） 
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６ 鶴巻地区まちづくり方針 

（１）地区の将来像 

鶴巻地区の将来像は、総合計画基本計画と

の整合を図り、次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地区の現況 

位置 

・鶴巻地区は市の最も東側に位置し、秦野盆地の外にある地区です。 

・東側は伊勢原市、南側は平塚市と隣接しており、他都市との生活圏のつなが

りもある地区です。 

人口 

・鶴巻地区の人口は、令和 2 年（2020

年）時点で 15,210 人、世帯数は 7,727

世帯で、1世帯当たりの人員は令和 2

年（2020年）時点で 1.97人となって

います。 

鶴巻温泉駅周辺 

・鶴巻温泉駅周辺は地域住民への商業

等の機能をもった拠点であると同時

に温泉という地域特性をもっています。 

・観光と文化の拠点である弘法の里湯（公設日帰り入浴施設）と宮永岳彦記念

美術館があります。 

・鶴巻温泉駅周辺には低未利用地が多く点在し、市内 4 駅の中で最も農地の割

合が高い状況にあります。 

交通 

・鶴巻温泉駅南口周辺地区の整備が完了し、鉄道利用者などの利便性が向上し

ました。 

●温泉を楽しめるにぎわいと活力のあるまち 

●安全で安心して暮らせる人にやさしいまち 

●歴史、文化、環境を大切にし、景観を楽しめるまち 

●人との交流を深め、互いに助け合うまち 

 

N
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N

東地区
北地区

西地区

上地区上地区

南地区

本町地区

大根地区
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（３）地区の課題 

土地利用に関して 

・暮らしよい住環境の形成 

・鶴巻温泉駅周辺の地域特性を生かした商店街のにぎわいづくり 

・農地等の保全 

交通に関して 

・県道 613号（曽屋鶴巻）などの幹線街路の整備と歩行空間の確保 

・地区の生活の利便性、安全性を向上させる生活道路の整備 

・都市拠点である鶴巻温泉駅との公共交通軸の維持 

公園・緑地等に関して 

・スポーツ・レクリエーションの場の維持・活用 

安全・安心・快適で魅力あるまちづくりに関して 

・上下水道の維持と浸水対策の推進  

・恵まれた観光資源を活用した地域振興、温泉地としての魅力向上 

・空家の増加 

景観形成に関して 

・自然と歴史資源、温泉を生かした景観の形成 

 

 

（４）まちづくり方針 

ア 土地利用 

（ｱ） 良好な住宅地の形成 

・都市拠点である鶴巻温泉駅周辺では、にぎわいのあるまちづくりの形成に努

めます。 

・商業地に近接した住宅地等では、良好な住環境の形成に努めます。 

（ｲ） にぎわいのある空間づくり 

・鶴巻温泉駅周辺では、観光・交流の拠点づくりを軸としつつ、地域住民に密

着した生活サービス機能を備えた、にぎわいのある空間づくりを誘導します。 

・鶴巻温泉駅周辺の温泉街や商店街のにぎわい創出を推進します。 

（ｳ） 農地の保全等 

・地区西部及び東部の集団的な農地等の保全に努めるとともに、市街化区域内

の農地は生産緑地地区制度の活用等より農地の保全に努めます。 

 

イ 交通体系形成 

（ｱ） 体系的な道路網の形成 

・幹線道路では、歩行者の安全を確保するため、歩道等の整備を促進します。 

（ｲ） 生活道路等の整備 

・安全で安心な生活環境を確保するため、市民生活に密着した生活道路の拡幅

等の整備を図ります。 

（ｳ） 公共交通の確保・維持 

・鶴巻温泉駅に接続するバス路線の維持を図るとともに、地域の実情に応じた
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公共交通の確保・維持に努めます。 

 

ウ 公園･緑地等 

（ｱ） スポーツ・レクリエーション拠点等の維持・活用 

・おおね公園は、水とのふれあいができ、市民が気軽に利用することのできる

スポーツ・レクリエーション施設として維持・活用します。 

・おおね公園周辺の河川は、公園を核として、散歩等の楽しめる花のある水辺

づくりを推進します。 

 

エ 安全･安心・快適で魅力あるまちづくり 

（ｱ） 上下水道の維持 

・生活環境の向上を目指して、水道の安定供給と下水道の維持に努めます。ま

た、浸水対策として、雨水幹線及び枝線管きょの整備を推進します。 

（ｲ） 空家対策の推進 

・空家の適正管理と活用を推進します。 

 

オ 地域特性を生かした景観の形成 

・自然豊かな山々や里地、里川、史跡等の歴史資源や温泉地という地域特性を

生かした景観の形成に努めます。 
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まちづくり方針図（鶴巻地区） 
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７ 西地区まちづくり方針 

（１）地区の将来像 

西地区の将来像は、総合計画基本計画と

の整合を図り、次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地区の現況 

位置 

・西地区は市の西部に位置し、地区内には渋沢駅を中心とした市街地が広がっ

ています。 

・地区は南北方向に長く、西は松田町、南は渋沢丘陵を隔てて中井町及び大井

町に隣接し、北は丹沢大山国定公園となっています。 

人口 

・西地区の人口は、令和 2年（2020年）

時点で 37,932人、世帯数は 15,823世

帯で、1世帯当たりの人員は令和 2年

（2020年）時点で 2.40人となってい

ます。 

生活・交流拠点 

・渋沢駅周辺には各種の商業・業務施設

が立地しています。 

・渋沢駅は表丹沢の玄関口としての特性があり、登山客が多く利用しています。 

・住宅用地割合が全地区中で最も高く、居住利用の性格が強い地区になってい

ます。 

・新東名高速道路（仮称）秦野サービスエリア・スマートインターチェンジが

・豊かな自然環境を維持し、四季を感じることができ

る美しい町並みのあるまち 

・個性豊かで元気とにぎわいのあるまち 

●まちの魅力、にぎわいの創出 

●道路・交通環境の整備 

●防災・防犯・安全の強化 

●教育・文化・福祉の拡充、交流の促進 

●農林業の振興 
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開設されることにより、広域公園である県立秦野戸川公園のアクセスが向上

し、にぎわいの創出が期待されています。 

まとまった工業地が形成されている 

・工業専用地域面積は、本町地区の約 77ヘクタールに次いで、全地区中で 2番

目に広く、約 75ヘクタールとなっており、堀山下地区の南部には規模の大き

な工場も立地する工業地を形成しています。 

豊かな生活環境づくり 

・渋沢駅周辺は、計画的なまちづくりによる良好な都市基盤が整備され、生活

サービス施設が立地し、豊かな生活環境が整っています。 

農業が盛んな地区である 

・経営耕地面積、農家数ともに全地区中で一番多く、さつまいも掘り等の観光

農業や、県立秦野戸川公園への来訪者を対象とした、生産者による直売も行

われています。 

広域公園が整備されている 

・丹沢の自然を活用した広域公園である県立秦野戸川公園が整備されています。 

四十八瀬川 

・上地区との境界を流れる四十八瀬川が、地区のシンボル的な存在となってい

ます。 

道路・交通 

・西地区は、本市西部の中心となる地区であり、交通が集中し、また国道 246

号が地区内を通過し、渋滞等の問題が生じています。 

・小田急線の渋沢駅があり、駅のすぐ北側に国道 246 号が近接して通っている

ことから駅への交通利便性は良好です。 

・バス路線が不足している地区南部には、渋沢駅に接続する乗合タクシー等の

公共交通が運行されています。 

・渋沢駅南側の市街地には、都市計画道路の未整備路線があり、渋沢駅や国道

246号へのアクセス、交通ネットワークが十分ではない状況にあります。 

 

 

（３）地区の課題 

土地利用に関して 

・表丹沢の玄関口である渋沢駅周辺は都市拠点としての都市機能を誘導 

・暮らしよい住環境の創出と環境に配慮した工業地の適切な利用 

・丹沢・渋沢丘陵の自然や農地等の保全・活用 

交通に関して 

・新東名高速道路の整備に伴う交通量増加に対処し、地区の生活の利便性、安

全性を向上させる生活道路の整備 

・都市拠点である渋沢駅との公共交通軸の維持 

公園・緑地等に関して 

・水無川等の自然環境資源としての適切な保全・活用 

・新東名高速道路の整備に伴う、県立秦野戸川公園の利活用 
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安全・安心・快適で魅力あるまちづくりに関して 

・上下水道の維持と浸水対策の推進 

・恵まれた観光資源を活用した地域振興 

・空家の増加 

景観形成に関して 

・地域特性を生かした景観の形成 

 

 

（４）まちづくり方針 

ア 土地利用 

（ｱ） 都市拠点の形成 

・渋沢駅周辺では、地域住民への生活サービス機能や通勤者への商業・業務機

能、観光客への観光・交流機能等、多様な機能をもった都市拠点の形成を目

指します。 

（ｲ） 利便性の高い住宅地の形成 

・渋沢駅周辺の住宅地では、生活に密着したサービス施設の立地により、駅に

近接した利便性の高い住宅地としての土地利用を継続します。 

・渋沢駅周辺土地区画整理事業の長期未着手地区においては、市街地整備手法

を検討します。 

（ｳ） 良好な工業地の形成 

・堀山下の工業地では、良好な操業環境を維持します。 

（ｴ） 農地の保全等 

・集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努めるとともに、市街化区域内

の農地は生産緑地地区制度の活用等より農地の保全に努めます。 

・家族で気軽に楽しむことのできる観光農業を推進します。 

（ｵ） 緑地ゾーンの保全・利活用 

・表丹沢や渋沢丘陵をはじめ、山々が育む豊かな自然を維持するため、これら

の山林の保全・利活用を図ります。 

 

イ 交通体系形成 

（ｱ） 体系的な道路網の形成 

・県立秦野戸川公園をはじめとした、表丹沢の周辺施設に誘導できる道路網を

検討します。 

・国道 246 号の慢性的な交通渋滞の緩和を図るとともに、広域交通の利便性向

上に寄与する厚木秦野道路（国道 246号バイパス）の整備を促進します。 

・都市計画道路渋沢小原線については、厚木秦野道路（国道 246 号バイパス）

の整備時期に合わせた整備を目指します。 

（ｲ） 生活道路等の整備 

・新東名高速道路の整備に伴い、分断されてしまう市道について、代替え道路

の設置等により機能回復を図ります。 

・安全で安心な生活環境を確保するため、市民生活に密着した生活道路の拡幅
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等の整備を図ります。 

（ｳ） 公共交通の確保・維持 

・渋沢駅に接続するバス路線の確保を図るとともに、地域の実情に応じた公共

交通の確保・維持に努めます。 

 

ウ 公園･緑地等 

（ｱ） 水とみどりの保全・活用 

・ゆとりと潤いを与える空間として、地区の北東側を流れる水無川とその川辺

に整備されている河川緑地を、水とみどりとのふれあい軸と位置付け、市民

生活に潤いを持たせる空間の保全に努めます。 

・地区の南部に広がる渋沢丘陵等の自然を保全・活用していくため、特別緑地

保全地区の指定を検討します。 

（ｲ） 広域公園の整備 

・県立秦野戸川公園では、丹沢の自然や周囲の田園風景を取り込み生かしつつ、

さまざまな自然体験、スポーツ交流ができる公園として整備を促進します。 

（ｳ） 四十八瀬川の親水空間の形成等 

・四十八瀬川では、才戸橋から小田急線第二橋りょうまでの川辺やその周辺を、

ゆとりと潤いを与える地区のシンボル的な空間として、自然を生かした親水

空間としての整備を促進します。 

 

エ 安全･安心・快適で魅力あるまちづくり 

（ｱ） 上下水道の維持 

・生活環境の向上を目指して、水道の安定供給と下水道の維持に努めます。ま

た、浸水対策として、雨水枝線管きょの整備を推進します。 

（ｲ） 安心と魅力のあるまちづくりの推進 

・渋沢駅は、地域の生活拠点として、また、駅北側の大規模な工業地への通勤

者や表丹沢や渋沢丘陵を訪れる観光客の利用駅として多くの人が利用してい

ます。そのため、全ての人にとって利便性の高い魅力あるまちづくりの推進

に努めます。 

（ｳ） 空家対策の推進 

・空家の適正管理と活用を推進します。 

 

オ 地域特性を生かした景観の形成 

・里地里山や水辺、八重桜などの観光資源等の地域特性を生かした景観の形成

に努めます。 
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まちづくり方針図（西地区） 
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８ 上地区まちづくり方針 

（１）地区の将来像 

上地区の将来像は、総合計画基本計画と

の整合を図り、次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地区の現況 

位置 

・上地区は市の最も西側に位置し、地区面積の約 81パーセントが農地や山林で

す。 

・特に山林は、地区面積の約 67パーセントを占めています。 

・西側は松田町に接しています。 

人口 

・上地区の人口は、令和 2年（2020年）

時点で 2,136 人、世帯数は 756 世帯

で、1 世帯当たりの人員は令和 2 年

（2020年）時点で 2.83人となってい

ます。 

・他地区と比べ、人口減少や高齢化が特

に顕著な地区となっています。 

農地 

・地区内の農地は、耕作放棄された農地が増加しています。 

四十八瀬川 

・西地区との境界を流れる四十八瀬川が、地区のシンボル的な存在となってい

豊かな自然と交通環境との調和、 

人・まち・資源を生かした魅力と活力あるまち 

●多様な介護予防運動に取り組む笑顔が

あふれるまち 

●豊かな自然や地域資源を利活用した新

しい地域おこしを目指すまち 

●里地里山の豊かな自然と共生し、住む喜

びを感じるまち 

●地域の生活にあった交通手段を維持し、

便利で暮らしよいまち 

 

N

東地区
北地区

西地区

上地区上地区

南地区

本町地区

大根地区

鶴巻地区
鶴巻温泉駅

東海大学前駅

秦野駅

渋沢駅

上小学校 

2,403 2,349 2,287 2,243 2,183 2,136 

3.08 3.07 
2.99 2.95 

2.87 2.83 
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人口 １世帯あたり人員
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ます。 

道路・交通 

・国道 246 号の渋滞を迂回する車両による、地区内への通過交通の問題が生じ

ています。 

・新東名高速道路及び厚木秦野道路（国道 246 号バイパス）のインターチェン

ジが地区内に設置されます。 

・上地区は、四十八瀬川や山林により隣接地と地形的に分離されており、周辺

地域との交通の連携が求められる地区です。 

 

 

（３）地区の課題 

土地利用に関して 

・暮らし良い住環境の創出 

・農地、休耕農地、丹沢の緑地の保全・再生 

交通に関して 

・幹線道路の渋滞の解消、生活の利便性、安全性を向上させる生活道路の整備 

・鉄道駅への交通軸の維持 

公園・緑地等に関して 

・四十八瀬川は自然環境資源として適切に保全・活用 

安全・安心・快適で魅力あるまちづくりに関して 

・新東名高速道路の開通による地域の分断、土地利用への影響、大気汚染や騒

音等が及ぼす住環境への影響の低減化 

・上下水道の維持 

・空家と休耕農地等の適正管理 

景観形成に関して 

・地域特性を生かした景観の形成 

 

 

（４）まちづくり方針 

ア 土地利用 

（ｱ） 市街地の維持・形成 

・国道 246 号の沿道の市街地では、住宅地を基本としつつ、生活サービス施設

が立地する土地利用とします。 

・公民館や学校が立地する地域では、住民の生活に必要なサービス機能の集約・

維持を図ります。 

（ｲ） 既存集落の維持 

・里山や里地など魅力ある地域資源や制度を活用し、既存集落におけるコミュ

ニティの維持に努めます。 

（ｳ） 農地の保全等 

・自然環境資源や遊休農地の利活用による地域振興を図るため、農業体験や農

村体験等の家族で気軽に楽しむことのできる観光農業を推進します。 

・集団的な農地等は生産環境の向上及び保全に努めます。 
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（ｴ） 緑地ゾーンの保全・利活用 

・丹沢大山国定公園等の豊かな緑地では、今後も保全・利活用に努めます。 

 

イ 交通体系形成 

（ｱ） 体系的な道路網の形成 

・国道 246 号の慢性的な交通渋滞の緩和を図るとともに、広域交通の利便性向

上に寄与する厚木秦野道路（国道 246号バイパス）の整備を促進します。 

（ｲ） 生活道路等の整備 

・新東名高速道路の整備に伴い、分断されてしまう市道について代替え道路の

設置等により機能回復を図ります。 

・安全で安心な生活環境を確保するため、市民生活に密着した生活道路の拡幅

等の整備を図ります。 

（ｳ） 公共交通網の確保・維持 

・渋沢駅に接続するバス路線の確保を図るとともに、地域の実情に応じた公共

交通の確保・維持に努めます。 

 

ウ 公園･緑地等 

（ｱ） 四十八瀬川の親水空間の形成等 

・四十八瀬川では、才戸橋から小田急線第二橋りょうまでの川辺やその周辺を、

ゆとりと潤いを与える地区のシンボル的な空間として、自然を生かした親水

空間としての整備を促進します。 

 

エ 安全・安心・快適で魅力あるまちづくり 

（ｱ） 上下水道の維持 

・生活環境の向上を目指して、水道の安定供給と下水道の維持に努めます。 

（ｲ） 空家や休耕農地等の対策の推進 

・空家や休耕農地等の適正管理と活用を推進します。 

 

オ 地域特性を生かした景観の形成 

・里地里山や水辺などの観光資源等の地域特性を生かした景観の形成に努めま

す。 
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まちづくり方針図（上地区） 
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まちづくりの実現に向けて 

本計画の実現に向けた都市づくりの推進にあたっては、市民、事業者そして

市がまちづくりに対するお互いの役割と責任を理解し、パートナーシップに基

づいたまちづくりを進めていくことが必要です。 

複雑かつ専門化・多様化する地域課題に対し、多様な主体が関わる市民力、

地域力を生かしたまちを目指すとともに、市民がまちに誇りと愛着を感じ、ま

ちづくりの情報や課題を行政と共有し、知識と力を出しあう協働のまちづくり

を目指し、次の取組みを推進します。 

 

 

１ 都市計画の各種施策の推進 

（１）都市計画制度の活用 

都市計画の決定・変更、または、各種事業等については、都市マスタープラ

ンに基づき、事業の優先度や事業実施の見込み等を総合的に判断しながら計画

的に推進します。 

具体的には、土地利用の規制・誘導、面的な都市基盤の整備や都市施設の整

備、地域の詳細なまちづくりについて、関連する都市計画制度や事業を推進し、

実現性のある効果的なまちづくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画制度 

 

 区域区分制度や地域地区制度等を活用し、地域特性に応じ
た適正な土地利用の誘導・規制を推進します。 

土地利用 

 

 地区計画制度等を活用し、地区ごとの特性に応じ
た協働によるまちづくりを推進します。 

地区計画等 

 

 良好な都市骨格を形成するため、道路、公園、下水道等の都
市に必要な施設の適正な整備を推進します。 

都市施設 

 

 土地区画整理事業等を活用し、計画的な市街地形成のため
の都市基盤の整備を推進します。 

市街地開発事業 
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（２）立地適正化計画制度の活用 

本市では、人口減少、少子・超高齢化といった新たな時代を展望した持続可

能なまちづくりに取り組むため、都市再生特別措置法に基づく秦野市立地適正

化計画を令和 2 年（2020 年）3 月に策定しました。この計画は、医療、福祉、

商業等の都市機能を誘導する区域（都市機能誘導区域）と、居住を誘導してい

く区域（居住誘導区域）を定めるとともに、それぞれの拠点を交通ネットワー

クでつなぐことにより、人口減少社会においてもあらゆる世代が暮らしやすい

都市を目指す計画で、都市マスタープランの一部となるものです。 

そのため、従来の都市計画制度による土地利用の規制・誘導、都市施設の整

備や市街地開発事業のほか、立地適正化計画に基づく制度の活用等により、コ

ンパクト・プラス・ネットワーク型都市構造の形成に努めます。 

 

 

（３）関連制度との連携 

本計画は、都市計画の総合的な指針であるとともに、多岐にわたる分野別の

都市づくりの方針を示すものです。そのため、他分野の計画（みどりの基本計

画、農業振興地域整備計画、景観形成基本計画等）や事業との調整を図り、相

互連携のとれた一体的な都市づくりに努めます。 
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２ 協働によるまちづくりの推進 

（１）市民・事業者・行政の役割 

まちづくりにおいては、市民、事業者、市がそれぞれの役割を明確にし、市

民や事業者と行政が共に力を合わせて創るまちづくりを推進します。 

本市では、優れた自然環境を生かした持続可能なまちづくりを進めることに

より、本市の都市像の実現に寄与することを目的として「秦野市まちづくり条

例」を制定し、基本理念に基づいたまちづくりを推進する各主体の責務を明示

しています。 

 

市民の役割 

市民は、自らがまちづくりの主体であることの認識の基に、自分たちのまち

を良くしていこうという熱意を持ち、まちづくりに対する理解を深めるととも

に、まちづくりに主体的に取り組み、市が行うまちづくり施策への積極的な協

力も求められます。 

 

事業者の役割 

事業者は、自らの施設及び事業活動がまちづくりの重要な構成要素であるこ

との認識の基に、地域住民との良好な協力関係を築き、周辺環境への負荷を低

減するための配慮とともに、市が行うまちづくり施策への積極的な協力も求め

られます。 

 

市の役割 

市は、協働によるまちづくりを実践していくため、まちづくりのための施策

を立案するとともに、その推進に努めます。また、市民によるまちづくりを支

援します。 

 

 

市民

市事業者

協働によるまちづくり
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（２）市民参加のまちづくり制度 

本市では、市民参加のまちづくり制度を活用し、市民、事業者、市のパート

ナーシップによるまちづくりを進めます。 

 

都市計画提案制度の仕組み 

都市計画提案制度は、平成 14 年（2002 年）の都市計画法の改正により創設

されたまちづくりの仕組みであり、都市計画区域（市内全域）において、土地

所有者やまちづくり NPO などが、一定の条件を満たしたうえで、都市計画の決

定または変更を提案できる制度を設けています。 

 

条例に基づくまちづくりの仕組み 

平成 12年（2000年）7月に施行した「秦野市まちづくり条例」では、その地

域のまちづくりの指針となる「地域まちづくり基本構想」を策定しようとする

「地域まちづくり推進協議会」に技術的な支援をすることや、「地域まちづくり

基本構想」を実効性のあるものとするため、「地域まちづくり協定」や「建築協

定」、「地区計画」など地域独自のルールを取り決めることについて定めていま

す。 

また、平成 18年（2006年）4月に施行した「秦野市景観まちづくり条例」で

は、地域の景観まちづくり活動に積極的に参加する個人、団体、事業者を「景

観まちづくりサポーター」として認定、登録する市民参加型制度、技術的な指

導及び助言を行う専門家を「景観まちづくりアドバイザー」として委嘱し、市

民、事業者、行政が行う景観まちづくり活動等に対し、専門的な立場で技術的

なアドバイスを行う市民サポート型制度等を設けています。 
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３ まちづくり推進体制の充実 

（１）推進体制の充実 

庁内連携による取組み 

本計画は、都市計画の総合的な指針であるとともに、多岐にわたる分野別の

都市づくりの方針を示すものです。そのため、庁内の関係各課との連携を図り、

まちづくりに関連する個別計画との整合性を考慮しながら、総合的、かつ一体

的に取り組みます。 

 

関係機関や周辺自治体との連携 

広域的計画に基づき都市整備やまちづくりについては、国、県をはじめとす

る関係機関と連携、協力しながら、円滑なまちづくりを推進します。 

また、地域活性化や循環型社会の構築等、広域的に取り組むことが必要かつ

効果的な施策については、周辺自治体との広域連携を図り、一体的な都市づく

りに努めます。 

 

多様な主体によるまちづくり 

市民、自治会、まちづくり協議会、NPOなどの市民活動団体、事業所、行政が

連携しながら、まちづくりの目標や課題を共有し、重要なパートナーとして役

割分担や連携、協力を行いながら、協働によるまちづくりを推進します。 

 

 

（２）計画の進行管理（PDCA） 

各種施策・事業の実施や評価を行う際は、都市づくりに生かされる様々なビ

ッグデータの利活用や市民意識調査等によるモニタリングによって市民・企業

等の意向調査を行い、市民の評価やニーズの変化を把握するとともに、必要な

見直し（Ｃ）を検討するなど、各種施策の適切な実施に努めます（Ｄ）。 

上記をもとに、新たなマスタープランの検討（Ａ）による計画づくり・目標

設定（Ｐ）を行い、効率的・効果的なまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 行動 
 各事業の実施 

 市民や活動団体、民間事

業者による事業の誘導 

01 計画 
 具体的な計画の策定 

 新たな計画づくり 

・目標設定 
PLAN DO 

CHECK ACTION 03 評価 
 各事業の評価 

 各事業の成果と課題 

04 改善 
 改善の方向性 

 新たなマスタープラン

の検討 
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■都市マスタープラン改定の経緯                                 

 

《改定の流れ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民意見等の公募 

都市マスタープラン改定素案公表 

パブリックコメント 
（１ヶ月） 

都市マスタープラン改定素案作成 

都市計画審議会 

市民意見等の改定素案への反映 

第４回改定調整会議 

第５回改定調整会議 

都市マスタープラン改定案の作成 

第３回改定会議 

都市計画審議会での審議 

都市マスタープラン改定 

都市計画審議会 
（書面会議） 

第２回改定会議 

都市マスタープラン改定の準備等 

第１回改定会議 

第１回改定調整会議 

第２回改定調整会議 

第３回改定調整会議 
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《会議等の開催経過》 

秦野市都市マスタープランの改定は、次のようなスケジュールで行っています。 

 

年月日 内 容 

令和 2年(2020年) 5月 15日 改定調整会議（第１回） 

令和 2年(2020年) 6月 30日 改定調整会議（第２回） 

令和 2年(2020年) 8月  
地区別説明会の中止（新型コロナウィルス感染症

の影響による） 

令和 2年(2020年) 10月 2日 改定調整会議（第３回） 

令和 2年(2020年) 10月 13日 改定会議（第１回） 

令和 2年(2020年) 12月 1日 改定調整会議（第４回） 

令和 2年(2020年) 12月 10日 改定会議（第２回） 

令和 2年(2020年) 12月 14日 都市計画審議会（報告） 

令和 2年(2020年) 12月 15日 
広報はだの配付（パブリックコメントのお知ら

せ） 

令和 2年(2020年) 12月 16日 

都市マスタープランパブリックコメントの開始

（まちづくり計画課、行政情報閲覧コーナー、公

民館、図書館、駅連絡所、市ホームページでの閲

覧） 

令和 3年(2021年) 1月 15日 都市マスタープランパブリックコメントの終了 

令和 3年(2021年) 2月 4日 改定調整会議（第５回） 

令和 3年(2021年) 2月 16日 改定会議（第３回） 

令和 3年(2021年) 

～ 

2月 

3月 

22日 

19日 
都市計画審議会（書面会議）諮問・答申 
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秦野市都市マスタープラン 

■パブリックコメント手続きの実施概要                                 

 

募集期間 
令和 2年（2020年）12月 16日(水)～ 

令和 3年（2021年） 1月 15日(金) 

募集の周知 広報はだの（12月 15日）、本市ホームページ 

閲覧場所 
まちづくり計画課（市役所西庁舎 2階）、行政情報閲覧コーナー（市
役所本庁舎 3階）、公民館、図書館、駅連絡所、市ホームページ 

募集方法 電子メール、郵送、ＦＡＸ、持参 

 

 

■改定素案に対する市民等のご意見                             

 

市民等のご意見についての反映状況は次のとおりです。 

 

内容分類 件数 
意見への対応区分（※） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

第１章 序章 4  1 2 0 0 1 

第２章 本市を取り巻く環境 12 8 1 3 0 0 

第３章 将来都市像 5 3 1 0 1 0 

第４章 分野別都市づくりの方針 19 3 8 5 2 1 

第５章 地区別まちづくりの方針 20 8 7 2 2 1 

第６章 まちづくの実現に向けて 0 0 0 0 0 0 

その他（全体にわたる意見等） 12 1 3 6 1 1 

計 72 24 22 16 6 4 

 ※意見への対応区分 

   Ａ：意見等の趣旨等を計画に反映したもの 

   Ｂ：意見等の趣旨等は既に計画に反映されていると考えるもの 

   Ｃ：今後の取組みにおいて参考とさせていただくもの 

 Ｄ：計画に反映できないもの 

   Ｅ：その他（感想、質問等） 
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■秦野市都市マスタープラン改定会議設置要領                 

(令和２年４月１４日施行)  

(趣旨) 

第 1条 この要領は、秦野市都市マスタープランが令和 2年(2020年)に目標年次

を迎えることから、近年の社会経済情勢の変化や今後の見通しを踏まえ、新た

なまちづくりの方針を示すものとして都市マスタープランを改定するにあた

り、円滑かつ効率的に遂行することを目的として、都市マスタープラン(以下

「マスタープラン」という。)の改定に向けた検討組織である秦野市都市マスタ

ープラン改定会議(以下「改定会議」という。)を設置し、その組織、運営等に

ついて必要な事項を定める。 

(所掌事務) 

第 2条 改定会議は、マスタープランの基本的な方針、施策等について検討し、

及び改定について協議する。 

(組織) 

第 3条 改定会議は、市長が主宰し、副市長、教育長及び部等の長(議会及び行政

委員会を除く。)により構成する。 

2 改定会議は、市長が必要と認めるときに開催する。 

(下部組織の設置) 

第 4条 改定会議に、その下部組織として都市マスタープラン改定調整会議(以下

「調整会議」という。)を設置する。 

(調整会議) 

第 5条 調整会議は、計画の改定に向けた全庁的事項に係る調整を行う。 

2 調整会議は、都市部長が主宰し、別紙に揚げる職員により構成する。 

3 調整会議の運営上必要があると認めるときは、その構成員以外の者を出席させ

ることができる。 

4 調整会議は、市長又は都市部長が必要と認めるときに開催する。 

(庶務) 

第 6条 改定会議及び調整会議の庶務は、都市計画主管課において処理する。 

 (補則) 

第 7条 この要領に定めるもののほか、改定会議及び調整会議の運営に必要な事

項は、改定会議に諮って定める。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１４日から施行し、マスタープランを公表した日

に、その効力を失う。 
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秦野市都市マスタープラン 

《都市マスタープラン改定会議》 

構成員 

市長 

副市長 

教育長 

政策部長 

総務部長 

くらし安心部長 

文化スポーツ部長 

福祉部長 

こども健康部長 

環境産業部長 

都市部長 

建設部長 

上下水道局長 

教育部長 

消防長 

 

《秦野市都市マスタープラン改定調整会議》 

構成員 

都市部長 

秦野ＳＡ周辺新市街地整備担当参事（兼）まちづくり計画課長 

はだの魅力づくり担当参事（兼）総合政策課長 

文書法制課長 

市民活動支援課長 

生涯学習課長 

地域共生推進課長 

子育て総務課長 

環境共生課長 

４駅周辺にぎわい創造担当参事（兼）産業振興課長 

新東名・246バイパス事業推進担当参事 

建設総務課長 

経営総務課長 

教育総務課長 

消防総務課長 

交通住宅課長 
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■秦野市都市計画審議会委員                          

 

構成 氏名 分野等 

市議会議員 

福森 真司  

髙橋 文雄  

八尋 伸二  

中村 英仁  

学識経験者 

会長 梶田 佳孝 
都市計画  

東海大学教授 

副会長 勝田 悟 
環境  

東海大学教授 

山口 政雄 

（令和 3年 2月 11日まで） 

宮永 均 

（令和 3年 2月 22日から） 

農業  

秦野市農業協同組合代表理事組合長 

佐野 友保 
商工業 

秦野商工会議所会頭 

関野 高弘 
環境衛生 

秦野伊勢原医師会会長 

久保寺 邦夫 
林業 

秦野市森林組合代表理事組合長 

藤村 和靜 
福祉 

秦野市社会福祉協議会会長 

金子 茂浩 

交通 

神奈川中央交通株式会社 

取締役専務執行役員 

関係行政機

関の職員 

竹田 茂 
神奈川県 

秦野警察署長 

相原 久彦 
神奈川県  

平塚土木事務所長 

市民 

岩田 純一  

（令和 3年 1月 6日まで） 

柳川 太郎 

（令和 3年 2月 22日から） 

公益社団法人秦野青年会議所理事長 

熊澤 庄市 秦野市自治会連合会理事 
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秦野市都市マスタープラン 

■用語の説明                                 

 

用 語 
〔数字〕は掲載ページ 

説  明 

■雨水管きょ 

〔46,51,65〕 

・雨水管きょは、排水施設の一種で、主要地点を結ぶ管

きょ網の骨格をなす本線である「幹線」と本線から枝

分かれした路線である「枝線」の２つに区分されます。 

■運動公園 

〔34,49〕 

・都市住民全般の主として運動の用に供する事を目的

とする公園です。 

■AI 

〔16〕 

・人工知能とも呼ばれ、人間の知的ふるまいの一部をソ

フトウェアを用いて人工的に再現したものです。経験

から学び、新たな入力に順応することで、人間が行う

ように柔軟にタスクを実行することができます。 

■エイジフレンドリーシ 

ティ・グローバルネッ 

トワーク 

〔36〕 

・WHO（世界保健機関）が、世界的な高齢化と都市化に

対応するために立ち上げた、「高齢者にやさしいまち

づくり」に取り組む自治体等で構成する国際的なネッ

トワークです。 

・令和 2 年 8 月 1 日現在で、世界で約 1,000 の都市や

地域が参加しており、国内では本市を含む神奈川県内

22の市町と秋田市、宝塚市が参加しています。 

■オープンスペース 

〔16,33,44〕 

・公園、緑地、広場等の建物に覆われていない土地の総

称です。 

■街区公園 

〔34〕 

・もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目

的とする公園です。 

■近隣公園 

〔34〕 

・主として近隣に居住する者の利用に供することを目

的とする公園です。 

■広域公園 

〔34,58,60,72,74〕 

・主としてひとつの市町村の区域を超える広域のレク

リエーション需要を充足することを目的とする公園

です。 

■高規格幹線道路等 

〔26,27〕 

・高規格幹線道路等は、高規格幹線道路と地域高規格道

路の総称です。 

・高規格幹線道路は、全国的な自動車高速交通網を形成

する自動車専用道路のことです。高速自動車国道、一

般国道の自動車専用道路などからなります。本市を通

過する道路では、東名高速道路と新東名高速道路がこ

れに該当します。 

・地域高規格道路は、高規格幹線道路と一体となって自

動車による高速交通網を形成する自動車専用道路、も

しくは同様の規格を有する道路のことです。本市を通

過する道路では、厚木秦野道路（国道 246 号バイパ

ス）がこれに該当します。 
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用 語 
〔数字〕は掲載ページ 

説  明 

■高次都市機能 

〔44,49〕 

・医療・福祉・商業等の都市機能のうち、広域の地域を

対象とした、質の高いサービスを提供する機能です。 

■交通需要マネジメント 

（ＴＤＭ） 

〔31〕 

・自動車利用者の方に、様々な方法で交通行動の変更を

促すことにより、都市や地域レベルで道路交通混雑を

緩和する方法で、道路の利用の仕方の工夫と適切な利

用の誘導によって円滑な交通を実現させるものです。

また、二酸化炭素や騒音の低減を図るなどの効果もあ

り、地球温暖化防止対策にも貢献するものです。 

■里地里山 

〔16,33,34,54,56,61,74

,78〕 

・奥山などの自然と市街地との中間に位置する、集落及

びそれを取り巻く樹林地や農地などで構成される地

域のことを言います。これまで、農林業などに伴うさ

まざまな人々の活動などを通じて、その環境が形成・

維持されてきました。 

・里地里山は、特有の生物の生息・生育環境として、ま

た、食料や木材など自然資源の供給、良好な景観、文

化の伝承の観点からも重要な役割を担っていますが、

近年、産業構造の変化などにより里地里山の荒廃が進

むことの懸念から、維持・保全に向けて取り組んでい

くことが課題となっています。 

■砂防地域 

〔55,60〕 

・陸地上における土砂およびれき（礫）の移動によって

起こる諸害を防止する必要のある地域で、砂防事業の

対象となる地域です。主に山地河川や山腹斜面が対象

となります。 

・砂防事業の内容には、渓流における流れが安全である

ための工事、斜面崩壊・地すべりなどによる荒廃の予

防と復旧、その他雪崩や落石など山地に起こりやすい

災害の防止などがあります。 

■森林セラピーロード 

〔33〕 

・生理・心理実験によって癒しの効果が実証され、森林

セラピーに適した道として認定された散策路のこと

です。登山道との大きな違いは、森での時間を過ごす

ことを重要視している点です。 

・広場、ベンチ、トイレ、休憩施設などを十分に配置し、

ゆっくりと森を楽しむことができます。 
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秦野市都市マスタープラン 

 

用 語 
〔数字〕は掲載ページ 

説  明 

■スマートインターチェ

ンジ 

〔14,29,59,60,72〕 

・高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリ

ア、バスストップから乗り降りができるように設置さ

れるインターチェンジであり、通行可能な車両で、Ｅ

ＴＣを搭載した車両に限定しているインターチェン

ジです。利用車両が限定されているため、簡易な料金

所の設置で済み、料金徴収員が不要なため、従来のイ

ンターチェンジに比べて低コストで導入できるなど

のメリットがあります。 

■スマートシティ 

〔16〕 

・都市の抱える諸課題に対して、新技術を活用しつつ、

マネジメント（計画、整備、管理・運営等）が行われ、

全体最適化が図られる持続可能な都市または地区を

指します。 

■生産緑地地区 

〔33,34,45,48,50,55,59

,64,68,73〕 

・農林業等との調整を図りつつ、良好な都市環境を形成

するために、市街化区域内の農地等のうち、公害や災

害の防止等良好な生活環境の確保に相当の効用があ

り、かつ、公園緑地等公共施設等の敷地の用に供する

土地として適しているものを市町村が指定した地区

です。 

■Society5.0 

〔16〕 

・AIや IoT、ロボット、ビッグデータなどの革新技術を

あらゆる産業や社会に取り入れることによりする実

現する新たな未来社会の姿です。 

・狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、

工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）

に続く、新たな社会を指すもので、第 5期科学技術基

本計画においてわが国が目指すべき未来社会の姿と

して初めて提唱されました。 

■地区計画 

〔26,50,82,85〕 

・建物等の用途、形態、敷地等に対する制限や、道路・

公園等の公共施設、その他の配置を総合的に計画し、

規制・誘導することによって、その地区の特性にふさ

わしい良好な環境の市街地をつくろうとするもので

す。 

■地区公園 

〔34〕 

・主として徒歩圏内に居住する者の利用に供すること

を目的とする公園です。 

■デジタルトランスフォ 

ーメーション 

〔16〕 

・行政のデジタル化を通じて組織内部や、他の組織や社

会全体で情報が共有されたり、ネットワーク化された

りすることで、多様な主体がつながり、新たなサービ

スが生まれたり、社会課題の解決に向けた取組みが進

んでいくことを指します。 
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用 語 
〔数字〕は掲載ページ 

説  明 

■テレワーク 

〔16〕 

・Tel（離れて）と Work（仕事）を組み合わせた造語で、

職場とは異なる場所で情報通信技術を活用した場所

や時間にとらわれない柔軟な働き方のことを指しま

す。 

・テレワークは働く場所で分けると、自宅で働く在宅勤

務、移動中や出先で働くモバイル勤務、本拠地以外の

施設で働くサテライトオフィス勤務があります。 

■バリアフリー 

〔34,36,51〕 

・社会には 4つのバリア（障害）があると言われていま

す。物理的な障害、制度的な障害、文化・情報的障害、

意識上の障害です。 

・このプランでは、高齢者や障害者を始め、誰でもが日

常生活に支障がないように、手すりの設置、段差の解

消、車いすでも自由に移動が可能な空間の確保等の物

理的なバリアフリーを対象にします。 

■風致公園 

〔34〕 

・主として風致（自然の風景などのおもむき、味わい）

の享受の用に供することを目的とする、樹林地、湖沼

海浜等の良好な自然的環境が配置された公園です。 

■復興まちづくり 

〔16,37〕 

・大規模自然災害に備え、まちづくりにおいても、被災

したまちの姿を想定して、できるだけ被害を減らすこ

とや、仮に被災しても復興をスムーズに行えるよう事

前に準備しておくことが重要視されています。 

・復興まちづくりの事前準備の取組みは、自分たちの住

むまちの災害リスクを知り、あらかじめ被災後のまち

づくりについて考えることによって、まちの防災性を

向上することができます。 

■MaaS 

〔14〕 

・Mobility as a Service（マース）の略で、地域住民

や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに

対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービス

を最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行

うサービスであり、観光や医療等の目的地における交

通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向

上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるも

のです。 

■ミッシングリンク 

〔14〕 

・高規格道路等の途中で途切れている未整備区間のこ

とです。未整備区間の整備を推進しミッシングリンク

を解消することで、都市間移動の速達性を高めること

ができます。 
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秦野市都市マスタープラン 

 

用 語 
〔数字〕は掲載ページ 

説  明 

■ユニバーサルデザイン 

〔36〕 

・バリアフリーに対して、ユニバーサルデザインは、老

若男女といった差異、障害・能力の有無を問わずに利

用することができる施設・製品・情報の設計をいい、

「あらゆる人が利用できるようにはじめから考えて

デザインする」という概念です。 

・段差をなくしたり廊下の幅を広げたりするといった

「事後対策」である従来のバリアフリーの考え方を改

め、全ての人にとって安全で快適、使いやすいことを

始めから目指していくというのが「ユニバーサルデザ

イン」の考え方です。 

■歴史公園 

〔34〕 

・文化遺産・史跡の保護維持と歴史継承を目的として設

置される公園です。 

■ワーケーション 

〔16〕 

・Work（仕事）と Vacation(休暇）を組み合わせた造語

で、リゾート地や地方部など、職場とは異なる場所で

働きながら休暇取得を行うことや、休暇と併用し、旅

先で業務を組み合わせる滞在のことを指します。 
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